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第１章 こども計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

（１）計画策定の主な背景 

わが国では、未婚化や晩婚化、若い世代の低い所得や不安定な雇用環境、出会いの機会の減少

などにより、少子化が進行しています。第２次ベビーブーム期の昭和 49 年以降、出生数の減少

が続いており、昭和 49 年の年間出生数は 200 万人を超えていましたが、平成 28 年には 100 万

人を割り込み、令和５年には 72 万 7,277 人と昭和 22 年の統計開始以来、最少の数字となりま

した。若者人口が急速に減少する 2030 年代までに少子化を改善させることができなければ、Ａ

I などを活用し労働生産性を向上させたとしても、国全体の経済規模の拡大は難しく、経済・社

会システムの維持や国際社会における存在感を失うことが懸念されています。 

一方で、令和３年６月に国立社会保障・人口問題研究所が行った第 16 回出生動向基本調査に

よると、18～34 歳の未婚男女の８割以上がいずれ結婚をすることを希望しており、２人以上の

こどもを育てることを理想としている調査結果が示されています。しかしながら、実際には、結

婚や子育ての将来展望を描けず、希望や理想が叶わない状況にあると言われています。 

また、近年、共働き世帯が増加していますが、子育てをしている人にとっては、仕事と子育て

の両立の難しさや、家事・子育ての負担が依然として女性に偏っている状況があり、負担や不

安、孤独感が高まっています。厚生労働省が行った令和４年国民生活基礎調査によると、子育て

世帯の経済状況についても、約１割の家庭が相対的に貧困の状態にあり、特にひとり親家庭で

は約４割と高くなっています。 

さらに、こどもに関わる問題は一層厳しさを増しており、文部科学省が行った令和５年度児

童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査によると、令和４年度には、小・

中学校における不登校児童生徒数、インターネット上のいじめの件数、児童虐待の相談対応件

数が、それぞれ過去最多となっています。また、厚生労働省と警察庁統計によると令和５年は約

800人もの10～19歳のこども・若者が自殺しており、10代の死因の最多は自殺となっています。

加えて、ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の影響も相まって、友達とのつながりの希薄

化、集団活動や自然体験活動の減少など、こどもやその家庭をめぐる課題が多様化・深刻化して

います。 

 

（２）国の動向 

こどもを取り巻く環境の変化に応じて、国は、これまで消費税の引上げにより確保した財源

などを活用し、待機児童対策、幼児教育・保育の無償化などの取組を進め、その他にも、児童虐

待防止対策の強化、いじめの未然防止・早期発見・早期対応の取組、ＳＮＳ等を活用した相談体

制の整備など、困難な状況にあるこども・若者や子育て当事者への支援についても充実を図っ

てきました。 

また、令和５年４月１日には、「こども基本法」を施行し、日本国憲法、児童の権利に関する

条約（以下「こどもの権利条約」という。）の精神にのっとり、「次代の社会を担う全てのこども
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が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長すること

ができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわた

って幸福状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会」、いわゆる「こどもまんな

か社会」の実現を目指すことを示しました。 

その後、政府は、「こども基本法」の基本理念にのっとり、こども施策を総合的に推進するた

め、「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策の推進に関する大

綱」を 1 つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的にまとめた「こど

も大綱」を令和５年 12 月 22 日に閣議決定しました。 

 

（３）本市の状況 

本市においては、平成 17 年度から次世代育成支援対策推進法に基づく「四日市市次世代育成

支援行動計画」を、平成 27 年度から子ども・子育て支援法に基づく「四日市市子ども・子育て

支援事業計画」（以下「第１期計画」という。）を、令和２年度から「第２期四日市市子ども・子

育て支援事業計画」（以下「第２期計画」という。）を推進し、令和５年３月には「第２期計画」

の中間改訂を行いました。 

「四日市市次世代育成支援行動計画」では、こどもが生まれ成長する過程を総合的に支援す

るため、８つの基本目的を掲げ、公共施設や保育所などのハード整備や子育てしながら働きや

すいまちの機運醸成を進めました。 

「第１期計画」では、「子ども・子育て支援新制度」が実施されることとなり、女性の就業率

の上昇などに伴う保育ニーズの高まりが見られ、待機児童が発生している状況下において、「子

どもと子育てにやさしいまち四日市」を基本理念に掲げ、質の高い教育・保育の総合的な提供や

地域の子ども・子育て支援の充実を進めました。「第２期計画」においても、「第１期計画」の基

本理念を継承し、学童保育所や子育て支援センターの充実、子ども医療費や不妊治療費の助成、

体験や相談の機会の充実を図ってきました。また、「第２期計画」の中間改訂においては、「子ど

もの貧困対策の推進に関する法律」において努力義務とされた「市町村計画」として「四日市市

子どもの未来応援計画」を新たに策定し、こども食堂や学習支援、経済的な支援の充実を図り、

本市におけるこどもの健やかな成長と子育て支援に取り組んできました。 

また、本市の最上位計画である「四日市市総合計画（2020-2029）」において、４つの重点的横

断戦略プランのひとつとして「子育てするなら四日市＋（プラス）」を位置づけ、「第２期計画」

との整合を図りながら、こども・子育て施策を推進しています。 

 

（４）こども計画策定の目的 

前述の「こども基本法」に基づく「こども大綱」では、「こどもまんなか社会」の実現を目指

し、常にこども・若者の最善の利益を第一に考え、こども・若者を権利の主体として認識し、こ

ども・若者の視点に立って施策を推進することが求められています。 

こうした状況を踏まえ、本市においても「こどもまんなか社会」の実現を目指し、こども・若

者の視点に立ち、こども施策を総合的により一層推進し、社会全体の認識を変えていくため、
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「第３期四日市市子ども子育て支援事業計画」（以下「第３期計画」という。）を包含する形で、

「こども基本法」に基づく「市町村こども計画」として、「四日市市こども計画」（以下「本計

画 」という。）を策定します。  
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、こども基本法第 10 条第２項に基づく「市町村こども計画」です。なお、本計画は、

「少子化社会対策基本法における地方公共団体の施策」「子ども・若者計画」「子どもの貧困対策

計画」「次世代育成支援行動計画」「子ども・子育て支援事業計画」を一元化したものとして策定

します。 

また、本計画の上位計画である「四日市市総合計画」をはじめ、その他関連計画との整合性を

図るとともに、国の「こども大綱」、三重県の「三重県こども計画（仮称）」を勘案して策定しま

す。 
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３ 計画期間 

本計画の期間は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間とします。 

なお、国等の動向や推進施策の進捗状況、社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを

検討します。 

（年度） 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和 10 令和 11 

          

 

 

４ 計画の対象 

「こども基本法」における「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされて

おり、18 歳までといった年齢で区切るものではなく、おとなとして円滑な社会生活を送るこ

とができるようになるまでの成長過程にあるものとされています。また、「若者」については、

法令上の定義はありませんが、「こども大綱」では、思春期・青年期の中学生年代から概ね 30

歳未満（一部施策によっては 40 歳未満）の者とされており、「こども」と「若者」は重なり合

う部分がありますが、「若者」は青年期を明確に示す言葉として用いられています。 

本計画における「こども」「若者」は以下の定義を用いるものとし、対象は本市の全てのこ

ども・若者と子育て当事者、子育てに関わる個人・団体を対象としますが、主に高校生年代ま

でのこどもや子育て当事者を主たる対象とします。 

 

 

 

 

  

第２期四日市市 

子ども・子育て支援事業計画 

次期計画策定 

四日市市こども計画 
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第２章 こどもと若者、その家庭を取り巻く現況 

１ 人口の状況 

（１）総人口の状況 

①総人口の推移 

四日市市の総人口は令和６年４月１日現在 306,634 人で、令和４年には 31 万人を下回り、

緩やかな減少傾向が続いています。 

図表：総人口の推移 

 
資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

②年齢３区分別人口構成の推移 

年齢３区分別人口構成は、０～14 歳の年少人口の割合で減少傾向が続いています。 

図表：年齢３区分別人口構成の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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（２）こどもに関わる人口の状況 

①こどもの人口の推移 

０～17 歳のこどもの人口は、令和６年には 44,692 人です。平成 27 年と比較すると、全体で

は 7,526 人の減少で、年齢別では０～５歳が 3,162 人と最も減少しています。 

図表：こどもの人口（０～17 歳）の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

②出生数の推移 

出生数は、令和４年には 2,118 人で、平成 27 年と比較すると 604 人の減少となっており、

減少傾向となっています。 

図表：出生数の推移 

 

資料：四日市市統計書 
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③合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は、令和４年には 1.39 となっており、平成 27 年の 1.53 から低下していま

す。また、全国と比較すると上回っていますが、三重県と比較すると下回っています。 

図表：合計特殊出生率の推移 

 

資料：三重県人口動態総覧  

④女性人口（15～49 歳）の推移 

15 歳から 49 歳までの女性人口は、令和６年には 57,972 人で、平成 27 年と比較すると 7,651

人の減少となっており、減少傾向が続いています。 

図表：15～49 歳の女性人口の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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２ 女性の就業状況 

女性の５歳階級別の労働力率を平成 12 年から令和２年までの 10 年ごとにみると、平成 12

年には 30～34 歳が 52.0％でＭ字型となっていましたが、令和２年には 25～29 歳が 84.2％、

30～34 歳が 74.4％と大きく上昇し、結婚後や子育て中も就労を継続する女性が増加していま

す。 

図表：女性の年齢５歳階級別労働力率の推移 

 

資料：国勢調査 

※ただし、令和２年は不詳補完値（不詳補完値とは、国勢調査における不詳データの増

加に伴う影響に対応するため補完処理された値のこと） 
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３ 婚姻に関する状況 

①婚姻の状況 

本市の婚姻件数は、平成 27 年以降では令和元年が 3,185 件と最も多く、前後の年に比べる

とかなり多くなっています。令和元年を除くと全体としては緩やかな減少傾向にあり、令和２

年以降は 2,800 件前後で推移しています。 

図表：婚姻件数の推移 

 
資料：四日市市統計書 

②平均初婚年齢の推移 

全国の平均初婚年齢をみると、男性はほぼ横ばい、女性はわずかに上昇しています。 

図表：平均初婚年齢の推移（全国値） 

 

資料：人口動態調査 
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③未婚率の推移 

男女別の５歳階級別の未婚率を平成 12 年から令和２年までの 10 年ごとにみると、男女とも

20 歳以上の未婚率が上昇し、特に男性は高くなっています。 

図表：未婚率の推移 

[女性] 

 
[男性] 

 

資料：国勢調査  ※ただし、令和２年は不詳補完値 
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４ こどもの現況 

①就学前児童の状況 

 本市の就学前児童の定期的な教育・保育の利用状況をみると、０歳児では 10.2％、１歳児

は 38.9％、２歳児は 50.3％が保育園や認定こども園（以下「こども園」という。）などを利用

しています。保育料無償化の対象となる３歳児以上は在宅等が極端に少なくなり、４、５歳児

はほぼ全員が何らかの教育・保育施設を利用しています。 

図表：就学前児童の教育・保育等の状況 

 
※ 就学前児童数は、令和 6 年 4月 1 日現在の住民基本台帳人口 
   保育所の児童数は令和 6 年 4月 1 日現在の、幼稚園の児童数は令和 6 年 5月 1 日現在の数値 
   私立保育所及び私立幼稚園の児童数には、市外の園に入所する児童も含む 
 

資料：保育幼稚園課 
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②待機児童の状況 

令和６年４月１日時点の待機児童は 72 人で、１歳児が 43 人と半数以上を占めています。平

成 28 年から平成 30 年にかけては減少傾向となり、平成 31 年から令和５年にかけて待機児童

は０人でした。 

各年 10 月１日時点の保育園の待機児童は、平成 27 年から平成 30 年にかけては 120 人を超

えていましたが、令和元年から令和４年までは 100 人前後でしたが、令和５年にはやや増加し

121 人となっています。 

 

図表：待機児童の推移（各年４月１日現在） 

 
資料：保育幼稚園課 

 

図表：待機児童の推移（各年 10 月１日現在） 

 
資料：保育幼稚園課 
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③学童保育所の状況 

 市内の学童保育所は、令和５年度には 72 か所で、利用児童は 2,610 人と、平成 27 年度から

学童保育所数も利用児童数も増加傾向が続いています。保育ニーズの増加と同様に、共働き世

帯の増加により、学童保育所の利用者も増加していると考えられます。 

図表：学童保育所数と利用児童数の推移 

 

資料：こども未来課 

④障害児の状況 

 障害のあるこどもが地域で安心して暮らせるように、支援の必要なこどもに対し福祉サービ

スの提供を行っています。 

 その福祉サービスの支給決定を受けた障害のあるこどもの人数は増加傾向が続いており、ま

た、障害のあるこどもが利用する福祉サービス事業所数も、令和元年度以降増加しています。 

 

図表：障害のあるこどもが利用するサービス事業者数と利用人数の推移 

 

資料：こども発達支援課 
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⑤児童虐待相談対応の状況 

 本市の児童虐待に関する相談対応件数は、平成 27 年度から増加傾向にあり、特に外出制限

等により家庭でのストレスが高まりやすかったコロナ禍（令和２年～令和４年）においては、

相談件数も一段と増加しました。一方、令和５年度の件数については、コロナ禍前（令和元年

度）の水準となりました。 

図表：児童虐待の相談対応件数の推移 

 

資料：こども家庭課 

 

⑥不登校の状況 

令和２年度から令和５年度にかけて、不登校の児童生徒数は小学校、中学校ともに増加して

います。令和５年度には全児童生徒のうち、小学校で 2.58％、中学校で 6.94％の発生率とな

っており、その比率も増加傾向となっています。 

図表：不登校児童生徒数の推移 

 
資料：四日市市学校教育白書 
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⑦いじめの状況 

令和２年度から令和５年度にかけて、いじめの認知件数は、小学校、中学校ともに増加傾向

にあり、令和５年度には令和２年度に比べて小中学校ともに４倍以上に増加しています。 

 

図表：いじめ認知件数の推移 

 
資料：四日市市学校教育白書 
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５ こども・若者、子育て当事者を取り巻く現状と課題 

本計画の策定にあたり、こども・若者、子育て当事者へのアンケート調査や、ワークショッ

プ、子育て支援に関わる団体へのヒアリングを行いました。その結果から、本市のこども・若

者、子育て当事者を取り巻く主な現状と課題を以下のとおり整理しました。なお、各項目の現状

と課題に関連するアンケート調査等の結果については、次のとおり標記します。 

 

四日市市こども計画策定に向けたアンケート調査結果報告書

（令和６年５月） 

 

四日市市子どもの生活実態調査結果報告書（令和６年５月）  

 

※ワークショップ及びヒアリング調査については、本冊の参考資料に概要を掲載しています。 

 

（１）こどもと子育てを取り巻く環境について 

◆こどもの権利 

こどもの約５人に１人は自分の権利が守られていないと感じたことがある 

小学生から高校生までのこどもの約５人に１人は、普段の生活の中で、自分が大切にされて

いない、意見が聞いてもらえない、心が傷つけられるといった、自分の権利が守られていない

と感じたことがあると回答しています。 

また、困っていることや悩んでいること、だれかに相談したいと思っていることについては、

小学生で約３割、中学生で約５割、高校生で約６割が「特にない」以外の回答をしており、何

らかの困りごとや悩みを抱えている状況となっています。 

一方で、困っていることや悩んでいることの相談先については、「親」「学校の友だち」とい

う回答が半数を超えている一方で、約１割は「だれにも相談できない、相談したくない」と感

じています。  

 

図表：自分の権利が守られていない感じたことがあるか 
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図表：だれかに困りごと・悩みごと・相談したいと思っていることがあるか 

 

 

図表：困りごとや悩みごとの相談先 

 

 

＜こどもの権利が守られていないと感じた主な内容＞ 
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◆こどもの自己肯定感 

自己肯定感が高い中学生は、全体の約７割、３年前と比べ１割程度高まっている 

「自分のことが好きだ」と思うかという質問に対し、「そう思う」「どちらかといえばそう思

う」と回答した中学生は、全体の約７割と、３年前の調査に比べ１割程度上昇しました。その

他にも「自分にはよいところがある」「自分は友だちに好かれている」という自己肯定感に関わ

る項目についても、肯定的な回答が増加しています。 

 

図表：こどもの自己肯定感（中学生） 
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◆こどもの生活 

食事内容の偏りや欠食、睡眠時間が短い、歯磨き習慣が定着していないなど、生活習慣に

課題のあるこどもがみられ、その割合は経済的に厳しい家庭ほど高くなっている。 

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行した後も、テレビやゲーム、インターネッ

トの使用頻度は減少しておらず、増加傾向が見られ、こどものインターネットやＳＮＳの

使い方には、課題がみられる 

朝食の欠食は、小学生で 3.2％、中学生で 6.6％となっており、長期休暇期間の昼食につい

ても欠食しているこどもがみられ、経済的に厳しい家庭ほどその割合は高くなっています。 

食事の習慣だけでなく、食事の内容や睡眠時間、歯磨きなどの生活習慣に課題のあるこども

も一定数おり、世帯の経済状況との大きく関連していることがわかりました。 

自分専用の携帯電話やスマートフォンの所持率は、小学５年生が 52.7％と半数を超え、中学

２年生は 87.0％となっています。中高生のインターネットやＳＮＳの使用については、「イン

ターネットやＳＮＳに書き込みをしたこと」は半数を超え、「インターネットやＳＮＳで知り

合った人とメッセージなどのやりとりをしたこと」は４割以上が「ある」と回答しており、多

くの中高生が経験している状況となっています。 

また、「インターネットにのめりこんで勉強に集中できなかったり、睡眠不足になったりし

たこと」が３割以上、「ゲームやアプリなどで、お金を使いすぎたこと」も約１割の回答がある

ことから、インターネットやＳＮＳの使用が中高生の日常となりつつあることを踏まえた上で、

その適切な利用についてリテラシーを高めていく必要があります。 

 

図表：インターネットやＳＮＳ等の使用により経験したこと（中学生・高校生） 
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◆こどもの体験 

文化活動や地域の行事への参加、絵本の読み聞かせやお菓子づくり、旅行等、こどもの体

験には世帯によって差がある。必ずしも経済的な負担を伴わないと考えられる項目におい

ても、生活困窮世帯ほど体験の頻度が低くなっている 

絵本の読み聞かせやお菓子作り、動物園や水族館に行くこと、地域行事への参加、旅行など、

こどもは保護者と一緒に様々な体験をしていますが、その一方で、必ずしも経済的負担を伴わ

ないと考えられる「図書館に行くこと」「地域の行事に参加すること」については、経済的に厳

しい家庭ほど経験が少ない状況となっています。 

こどもが家庭の経済状況などの成育環境に関わらず、全てのライフステージにおいて、年齢

や発達の程度に応じた様々な体験活動の機会を創出していくことが必要です。 

 

図表：保護者とともに行ったこどもの体験 
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泊まりがけで

家族旅行に行く

小さいころに本や

絵本を読んでもらった

手作りのおやつを作る

地域の行事に参加する

図書館に行く

全体（n=4,759）

中央値以上（n=2,325）

中央値未満中央値の半分

以上（n=1,405）

中央値の半分未満

（n=464）

P.11 
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◆こどもの居場所 

約３割のこどもが居場所をほしいと回答している 

放課後や休日を過ごす場所として、自分にとって居場所だと感じられる、落ち着いて居心地

よくいられる場所については、「自宅の自分の部屋」「自宅の自分の部屋以外」という回答が上

位となっている一方で、インターネットを通じた交流の場や公園、塾（習い事）、ショッピング

センターなども約１割の回答があり、様々な場所が居場所となっています。 

居場所になるような場所がほしいかという質問については、約３割がほしいと回答していま

す。どのような場所がよいかについては、「ありのまま、素のままでいられる」「信頼できる人、

味方になってくれる人がいる」という回答が多くなっており、家や学校以外で自分らしくいら

れる、信頼できる人がいる居場所にニーズがあると考えられます。 

 

図表：居場所に求められる条件について（中学生・高校生） 

 

  

68.2

60.6

56.3

55.1

48.6

43.1

71.1

61.8

59.2

55.8

49.6

45.1

56.9

56.4

45.4

52.3

44.5

34.4

0% 20% 40% 60% 80%

ありのまま、素の

ままでいられる

信頼できる人、味方に

なってくれる人がいる

好きなこと、やりたい

ことができる

くつろげる環境が整っていて、

一人で居ても気にならない

いつでも行きたい

時に行ける

気の合う人がいる

全体

（n=1,081）

中学生

（n=851）

高校生

（n=218）

 P.123～125 P.19～21 
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◆こどもの参画 

中学生の 74.4％、高校生の 66.1％は地域の行事や活動に参加したい 

地域の行事や活動への参加については、「積極的に参加したい」「機会があれば参加したい」

の合計が、中学生では 74.4％、高校生では 66.1％となっており、参加したいという肯定的な

回答が多くなっています。一方で、参加しにくい・していない理由については、中高生ともに

「時間的にゆとりがなく、忙しいから」が約４割と最も多くなっています。 

また、地域の行事に参加する場合、「趣味の活動ができること」「同じ年ごろの子といっしょ

に遊んだり、活動したりできること」の回答が上位となっており、行事の実施にあたっては、

日程やニーズに応じた企画が重要であることがうかがえます。 

 

図表：地域活動への参加意欲（中学生・高校生） 

 

◆こどもの教育 

３年前の調査に比べ、こどもの学習時間は短くなっており、学校の授業がわからないこど

もの割合は、小学生５年生で 5.8％、中学２年生で 11.2％となっている 

学校の授業でわからないことがあるかを尋ねたところ、小学生で5.8％、中学２年生で11.2％

が「わからないことが多い」「ほとんどわからない」と回答しており、こどもの理解に合わせた

きめ細かな教育が求められています。また、全国調査と比較すると、学習時間が 30 分以下の

割合が本市では高くなっており、学習習慣の形成が必要です。 

 

図表：学校がある日の勉強時間（中学２年生） 

 

17.0

18.3

49.1

56.1

20.6

16.8

12.4

8.6

0.9

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生（n=218）

中学生（n=851）

積極的に参加したい 機会があれば参加したい あまり参加したいと思わない

参加したくない 不明・無回答

13.2

5.3

21.6

15.6

26.6

28.7

25.3

32.9

10.3

12.7

3.0

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

四日市市（n=2,323）

全国

まったくしない ３０分より少ない

３０分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

 P.126，127 

P.27 
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◆こどもの将来 

進学希望については、高校以上の進学を望むこどもが大半となっているが、こども自身や

保護者の考えから、経済的な理由で制限している回答がみられる 

将来、どの段階まで進学したいかを尋ねたところ、「大学またはそれ以上」が中学生で 38.6％

となっています。「まだわからない」という回答を除くと、ほとんどが高校以上の進学を望んで

います。一方で、その進学を望む理由の中で「家にお金がないと思うから」「早く働く必要があ

るから」といったこども自身の回答や、「家庭の経済的な状況から考えて」という保護者の回答

があり、経済的な理由で制限をうけている回答が見られました。 

 

◆こどもの貧困 

子育て世帯全体の約１割は経済的に厳しい状況にある 

本市の子育て世帯の年間収入と世帯人員から算出された等価世帯収入の中央値は 325 万円、

中央値の２分の１は 162.5 万円と推計しました。等価世帯収入が中央値の２分の１未満の世帯

は、全体の１割程度を占めています。この中には、過去１年の間に、光熱水費等の生活に必要

な費用や家賃、社会保険料などのいずれかを経済的な理由で払えなかった経験を有する世帯が

３～４割、急な出費に備えた５万円以上の貯金または現金を持たない世帯が３割以上を占めて

おり、経済的に厳しい状況の中で子育てをしている世帯があることが示されています。  

家庭の経済状況が、こどもの生活・体験・将来などに影響していることが前述の様々な状況

からうかがえます。こうした現状があることを前提として、貧困が世代を超えて連鎖すること

がないよう、それぞれのニーズに合った支援について検討していく必要があります。  

 

◆ヤングケアラー 

こどもの３～４％がヤングケアラーの状態にある 

家庭での手伝いや仕事の役割を持ち、睡眠を削ったり、学校に行けなかったり、勉強や遊ぶ

時間を減らしたりしていると回答した、いわゆるヤングケアラーの状態にあるこどもが、小学

５年生で 3.7％、中学２年生で 2.6％、中学３年生で 3.2％、高校生で 4.4％となっています。

そのうち小学５年生 5.5％、中学２年生 13.1％、中学３年生 18.2％が「１日に４時間以上」の

手伝いや仕事をしていると回答しており、非常に負担が大きい生活をしているこどもも見られ

ました。 

その一方で、こども自身が支援を必要として相談をするなどの声をあげる件数は少なく、周

囲の大人を含めてヤングケアラーに関する理解や見守り、支援の取組が必要です。 

P.29,30,62,63 

P.69～71 

 P.107～109 P.22～25 
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◆大人への期待 

こどもはまわりの大人に、ほめてほしい、必要な時は助けてほしいと思っている 

まわりの大人に望むことは、「良いことをした時にはほめてほしい」が高くなっています。そ

の他にも、「悩みごと、将来のことなどについて話し相手や相談相手になってほしい」「いじめ

られているときには助けてほしい」などの多くの項目で約４割の回答があり、こどもが大人を

必要としている機会が多くあることがうかがえます。また、「こどものことをあれこれ言う前

に、大人自身がきちんとしてほしい」という回答も約４割あり、大人がお手本となる行動を示

す必要があります。 

 

図表：まわりの大人に望むこと（中高生） 

 

  

 P.116 P.36 
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（２）若者について 

中高生は結婚、子育てのライフデザインを描きにくい状況となっている 

中高生に、15 年後にどのようになっているかを尋ねたところ、「仕事をしている」「親を大切

にしている」「幸せになっている」については「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯

定的な回答が８割を超えている一方で、「結婚している」は中学生 52.3％、高校生 46.4％、「こ

どもを育てている」は中学生 48.2％、高校生 38.9％にとどまっており、いずれも「そう思う」

という回答は男性に比べて女性で少なくなっています。中高生が「結婚」「子育て」という将来

展望を描きにくい状況にあること、特に女性においてはその傾向があることがうかがえる結果

となっています。 

結婚、妊娠・出産、子育ては、個人の自由な意思決定に基づくものであり、個々人の決定に

特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに

留意しながらも、結婚や子育てをしたいと思えたり、出会いの機会を設ける取組と、安心して

こどもを産み育てられる環境づくりを進める必要があります。 

 

図表：15 年後にどのようになっているか（中学生・高校生） 

 

  

76.5

68.8

63.3

58.7

50.8

42.7

20.8

19.3

18.6

18.3

19.0

26.1

30.9

28.9

38.3

39.4

31.5

27.1

29.6

20.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生（n=851）

高校生（n=218）

中学生（n=851）

高校生（n=218）

中学生（n=851）

高校生（n=218）

中学生（n=851）

高校生（n=218）

中学生（n=851）

高校生（n=218）

そう思う どちらかといえばそう思う

親を大切にして

いる

仕事をしている

幸せになって

いる

結婚している

こどもを育てて

いる

 P.101～107 
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（３）家庭について 

①父母の状況 

◆父親の育児参画 

父親の育児参画が増加傾向にあり、社会の意識変化がみられる 

令和６年に実施した未就学保護者対象のアンケート調査の回答者は、平成 30 年の調査と比

べて「父親」が回答している割合が増加しており、子育てを主に行っている人を尋ねた質問に

ついても、「父母ともに」が増加し「主に母親」が減少しています。また、こどもが病気やけが

でいつも利用している教育・保育事業を利用できなかった時の対応についても、「父親が仕事

を休んだ」が増加しています。母親の就業率の上昇が、母親のみが子育てを担うという考え方

の変化や父親の育児に対する意識の変化につながっていることも考えられ、子育て世代におけ

る男女共同参画の推進についても、引き続き取組の充実が求められます。  

 

◆ひとり親家庭 

ひとり親世帯数は横ばいだが、貧困状態にある世帯も多い 

令和２年の国勢調査では、ひとり親世帯は 1,423 世帯で、母子家庭が 1,229 世帯と多数を占

めています。世帯の経済状況をみると、等価世帯収入が中央値の半分未満の世帯でひとり親世

帯の比率が高くなっており、経済的に厳しい家庭が多い状況にあることがわかります。 

 

②子育て支援のニーズ 

◆保護者の負担・不安 

７割以上の保護者が子育てによる何らかのストレスを感じている 

保護者が日頃特に不安や負担等に感じることは、「仕事や自分のやりたいことが十分できな

い」「子育てによる心身の疲れやストレスがたまる」が、未就学保護者で４割台、小学生低学年

保護者で３割台といずれも上位となっており、保護者の負担軽減についてのニーズが高いこと

がうかがえます。 

 また、「家族以外に子育てを手伝ってくれる人がいない」「子どもに対してつらくあたってし

まう」といった回答が約２割あり、保護者の孤立や虐待を防ぐ取組についても、検討の必要が

あることがうかがえます。  

 P.5,6,25 

P.45 

 P.54，85 
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38.4

0% 20% 40% 60% 80%

進学や資格を取るための

発展的な学習への支援

生活や就学のための

経済的援助（給付金や貸付など）

会社等での職場体験などの

機会の提供

仲間と出会え、一緒に

活動できるところ

進路や生活などについて

何でも相談できるところ

自然体験や集団遊びなどの

多様な活動機会の提供

仕事に就けるようにするための

就労に関する支援

保護者が家にいないときに子どもを

預かる場やサービスの提供

地域における子どもの

居場所の提供

子どものみで無料もしくは安価で

食事ができる場所の提供

読み書き計算などの

基本的な学習への支援

安い家賃で住める住居

全体（n=4,759）

中央値以上

（n=2,325）

中央値未満中央値の

半分以上（n=1,405）

中央値の半分未満

（n=464）

◆子育て支援事業のニーズ 

世帯の経済状況によって、必要としている支援内容に差が見られ、経済的に厳しい家庭に

おいては、こどもの経験の幅を広げるような支援に対するニーズが低くなっている 

現在または将来的な支援ニーズとしては、世帯収入が少ない家庭ほど、「生活や就学のため

の経済的援助」「読み書き計算などの基本的な学習への支援」などの衣食住をはじめとする基

礎的なニーズに関するものが多くなっています。一方で、世帯収入が多い家庭ほど「自然体験

や集団遊びなどの多様な活動機会の提供」「会社等での職場体験などの機会の提供」といった、

こどもの経験の幅を広げる発展的なニーズが多くなっています。 

基礎的なニーズの充足に課題を抱える家庭においては、こどもに多様な経験や体験の機会

を用意することの必要性にまで保護者が思いを巡らせることが難しい状況にあることがうか

がえます。 

図表：子育て支援事業のニーズ 

 

 

 

 

  

P.79 
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第３章 こども計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

「第２期計画」を継承しつつ、前章までの国の動向や本市の現況、調査結果などを踏まえ、本

市が目指すまちの姿として、本計画の基本理念を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

こどもは、社会の希望であり、未来をつくる大切な存在です。 

「こども基本法」では、「こどもまんなか社会」の実現を目指すことを目的として掲げており、

本市総合計画においても「充実した人生を歩むための基盤を育み、誰もが憧れる『子育て・教育

安心都市』の実現」を掲げています。 

これらの目指す社会像を実現するためには、こどもを取り巻く環境の厳しさや子育てに対す

る様々な負担が自己実現や幸福追求を妨げることのないよう、未来を担う人材を社会全体で育

んでいく必要があります。 

そのために、「第２期計画」の基本理念を継承しつつ、よりこどもの視点を重視しながら、社

会全体でこどもの育ちを支え、こどもと子育てにやさしいまちを目指して、こども・若者の健や

かな成長と子育て家庭への支援を始めとしたこども施策を総合的に推進します。 

 

【本計画の構成】 

 

基本理念

基本方針

こども・若者施策の
重要事項

重点施策

主な事業
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２ 基本方針 

本計画が掲げる基本理念「こどもと子育てにやさしいまち四日市」の実現に向け、「こども大

綱」などの国の方針を踏まえ、本市においては以下のとおり基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

こども基本法第３条の基本理念の中に、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に

応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に

参画する機会が確保されること」「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、

その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」が掲げられており、こども・

若者の社会参画と意見反映を推進していくことが求められています。 

また、「こども大綱」では、こども・若者に関する施策を企画立案・実施するにあたっては、

こども・若者や子育て当事者の視点に立ち、施策の実態を踏まえ、目標を立てて取り組み、効果

を検証し、施策をブラッシュアップするＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）を進めることが求め

られています。 

これらを踏まえ、こどもに関わる全ての施策において、「こどもの権利の尊重」「こどもの意見

聴取」「こどもの視点」を持ち、目標を立てて取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

「こどもまんなか社会」は、こどもが自分らしく自らの希望に応じてその意欲と能力を生か

すこと、性別に関わらず様々な可能性を広げていくこと、こどもを産みたい・育てたいと考える

個人の希望が叶うこと、子育てと仕事の両立ができることなど、こども・若者や子育て当事者が

自由で多様な選択ができ、ウェルビーイングな生活ができることが求められています。 

そのような社会を構築するため、こども・若者や子育て当事者が気兼ねなく様々な制度や支

援メニューを利用できるよう、地域社会の様々な場で、年齢・性別を問わず、全ての人がこど

も・若者や子育て当事者を応援するといった社会全体の意識改革を進めるとともに、社会構造

を変えるために必要なこども・子育て施策の充実を進めます。 

  

 こどもの権利が尊重され、こども自身の意見や視点が生かされたこ

ども施策を実行します 

 地域、学校、行政をはじめとして、こどもに関わる様々な機関が連

携して、社会全体でこどもの育ちを支える「こどもまんなか社会」

を実現します 
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こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期と各ライフステージで様々な学びや体験を通

じて成長し、若者として社会生活を送るようになります。こどもの成長は、置かれている環境や

心身の状況などが関係するため、誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細か

い支援や合理的配慮が求められます。 

成長過程においては義務教育の開始・終了年齢など節目はあるものの、社会生活を送ること

ができるようになるまでには連続性があり、様々な分野の関係機関・団体等が連携し、教育・保

育、保健、医療、療育、福祉を切れ目なく提供する必要があります。 

また、様々な社会的マイノリティや各ライフステージにおける不安や悩みを解消するため、

既存の相談支援の取組を生かしつつ、こども・若者や子育て当事者が抱える複雑化・複合化した

支援ニーズに対する包括的かつ重層的な支援体制を整備し、課題の解きほぐしや関係機関間の

役割分担を図る必要があります。 

今後、家庭、学校、保育園、幼稚園、こども園、地域社会、企業、行政など、あらゆる社会の

構成員が役割を果たし、連携と協力のもと誰一人取り残さない支援体制の構築を進めます。 

 

  

 支援を必要とするこどもと子育て当事者に、確実に必要な支援が届

くよう、支援の充実と支援人材の育成、切れ目なく支援がつながる

環境整備に取り組みます 
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３ こども・若者施策の重要事項 

基本理念「こどもと子育てにやさしいまち四日市」の実現に向け、整理した３つ基本方針のも

と、次の重要事項を柱として施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）こどもの人権の尊重 

（２）遊びや体験の機会づく 

り、生活習慣の形成、定着 

１ 全世代共通 

（３）こどもの貧困の解消 

（４）障害児や医療的 

ケア児等への支援 

（５）児童虐待防止対策と社会的養護 

の推進及びヤングケアラーへの支援 

（６）自殺防止や犯罪から 

   こどもを・若者を守る取組 

（１）切れ目のない 

保健・医療の確保 

（２）成長の保障と 

遊びの充実 

（１）安心して過ごし学ぶこ 

とのできる質の高い公教育 

（２）こどもの居場所づくり 

（３）成年年齢を迎える前に 

必要となる知識に関する 

情報提供や教育 

（４）いじめ防止 

（５）不登校のこどもへの支援 

（１）就労支援・雇用と経済的

基盤の安定のための取組や、 

結婚を希望する人への支援・ 

結婚に伴う新生活への支援 

ライフステージ別 

（１）子育てや教育に 

関する経済的負担の軽減 

（２）地域子育て支援、

家庭教育支援 

（３）共働き、共育ての推

進、男性の家事・子育てへ

の主体的な参画促進・拡大 

（４）ひとり親 

家庭への支援 

２ 子育て当事者 

３ 誕生前から就学前まで ４ 学童期・思春期 ５ 青年期 
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こども・若者の全世代共通の重要事項や、幼児期や学童期などの各ライフステージにおける重

要事項について、以下の方向性をもって取組を進めます。 

 

 

 

 

 

こどもが心身の発達過程にあり、保護者や社会の支えを受けながらも、意見表明や自己選

択・決定・実現などの権利を有していることを社会全体で共有し、「こどもまんなか社会」の

機運を高めていきます。 

また、家庭の経済状況や社会的な孤立・孤独、疾病、障害、虐待、犯罪被害など、こども・

若者の置かれている環境や心身の状況などに関わらず、多様な経験ができたり、必要な支援

が受けられたりする成育環境を整えます。 

 

 

 

 
核家族化の進展や地域のつながりの希薄化など家庭をめぐる環境が変化しており、子育て

当事者は、以前に比べ祖父母や近隣の人から、子育てに関する助言や支援、協力を得ることが

難しい状況にあります。 

そのような子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事と子育ての両立に悩

んだりすることなく、また、過度な使命感や負担を抱くことなく、健康で、自己肯定感とゆと

りを持って、こどもに向き合えるよう、経済的な負担軽減、地域ぐるみの子育て支援、共働

き・共育ての推進、ひとり親家庭への支援など、こどもの健やかな成長を支援する取組を推進

します。 

 

 

 

 

誕生前から幼児期までは、人生の確かなスタートを切るために最も重要な時期であり、社

会全体で見守り応援することが重要です。 

こどもの誕生前後は、妊娠から出産、産後にかけての一体的な支援と、前述の子育て当事者

への支援が切れ目なく継続的に実施されることが重要であるため、母子保健と医療が連携し

た支援の充実を図ります。 

乳幼児期には、愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感が醸成されるよう、幼

児期には他者との関わりや基本的な生きる力の獲得を通じて、一人ひとりのこどもがかけが

えのない個性ある存在として認められ、自己肯定感をもって成長できるよう、こどもの育ち

を支える必要があります。乳幼児期の育ちをひとしく保障するため、待機児童対策をはじめ、

教育・保育の質の向上や地域子育て支援サービスの充実を図ります。 

 

１ 全世代共通 

３ 誕生前から就学前まで 

２ 子育て当事者 
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身体も心も大きく成長する学童期は、自己肯定感や道徳性、社会性などを育む時期であり、

安全・安心が確保された場で、失敗を経験しながら、直面した課題に全力で取り組み、成功体

験を重ね、自己肯定感を高めていくことが重要であるため、学校教育の充実やこどもが安全

に安心して過ごせる居場所づくりを推進します。 

また、思春期は、人間関係や社会との関わりの中で、自身の存在の意味、価値、役割を考え、

アイデンティティを形成していく時期となります。一方で、自身に対しての様々な葛藤を抱

えたり、進学・就職や家族・友人との関係、恋愛などに悩んだりする繊細な時期でもありま

す。そのような思春期のこどもが、自己肯定感を高めることができ、成育環境などを理由に自

らの進路の選択が制約されることがないよう、学童期と同様に学校教育の充実や居場所づく

り、心身のケアなどの取組を推進します。 

 

 

 

 

 

青年期は、心理的、社会的に発達し、成人期へと移行していくための準備期間で、人生にお

ける様々なライフイベントが重なる時期です。また、大学等への進学や就職に伴い、新たな環

境に適応し、専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望を抱いて自己の可能性を伸展させ

る時期となります。青年期の若者が、自らの適性などを理解した上で、職業や進学などの選択

を行い、その決定が尊重されるよう、修学・就労支援、希望する方への結婚支援や結婚後の新

生活支援、相談体制の充実などの取組を推進します。 

  

４ 学童期・思春期 

５ 青年期 
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４ 施策の体系 
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第４章 本市の取組・事業 

 

１ 全世代共通 

（１） こどもの人権の尊重 

 目指す姿 
 

社会全体が、こどもを権利の主体として認識するととともに、多様な人格・個性が尊

重されており、こどもに関わる様々な機会において、こどもの声が聴かれ、こどもの今

とこれからの最善の利益が第一に考えられている。 

 

 施策の方向 

●社会全体が、こどもが権利の主体であること、こどもの権利とは何かを理解し、こどもの権

利が尊重されるよう、周知、啓発を行い、機運の醸成を進めます。 

●こどもに関わる施策の策定・実施・評価にあたっては、こどもの意見を聴く機会を設け、そ

の意見を反映し、施策の実効性を高めます。 

●こども自身がこどもの権利を理解し、自らを守る方法や困難を抱えたときに助けを求め、回

復する方法を学べるように、こどもの発達段階に応じて、必要な教育や啓発を行います。 

●こどもの権利が侵害されたときに、相談をすることができる相談窓口を設け、関係機関と連

携し、迅速に対応します。 

●こどもが性別にかかわらず、様々な可能性を広げていくことができるよう、性的指向及びジ

ェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、心身の発達に応じた教育及

び学習を進めます。 
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 重点施策 

 

 「こどもまんなか社会」の実現に向けた周知・啓発 
 

担当課 こども未来課 

目的 こどもがウェルビーイングで成長できる「こどもまんなか社会」を

実現するため、こどもの権利やこども・子育てに関する情報の効果

的な発信・周知啓発を行い、こどもの最善の利益を図ります。 

事業内容 こども・子育て情報を集約したＷＥＢサイトを制作し、体験・イベ

ントや悩みの相談窓口などの情報を効果的に発信するとともに、こ

どもの権利などをはじめ「こどもまんなか社会」の実現に向けた周

知啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 制作したＷＥＢサイトを軸に、情報の集約を進めるとともに、様々

な媒体の活用を検討し、「こどもまんなか社会」の機運の醸成を図り

ます。 

 

 こどもの意見聴き取りの推進 
 

担当課 こども未来課 広報マーケティング課 

目的 より実効性の高いこども施策の実現とこどもの自己有用感の向上

を図るため、こどもが意見を伝えることができたり、相談できたり

する環境を整備します。 

事業内容 こどもの意見聴き取りの機会を創出する

ため、市の施策に対して、こどもが意見を

伝えたり、自由に相談できたりする仕組み

をインターネット上に新たに設け、こども

の声が届く仕組みづくりを行います。 

 

今後の方向性 こどもが意見を伝えることができる機会の創出を図るとともに、聴

き取った意見に対するフィードバックの手法を検討します。 

 

参考事例：こども家庭庁こども若者☆いけんぷらす 

出典：こども家庭庁（https://ikenplus.cfa.go.jp/） 

参考事例：さっぽろ子育て情報ホームページ 

出典：https://kosodate.city.sapporo.jp/ 
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 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

保育園・幼稚園・こども園

での職員や保護者への人

権研修 

人権研修を通し職員の保育の実践を振り返る

中で、人権意識に関する認識と専門性を高めま

す。また、保護者に対し、人権を身近に感じら

れるよう人権講座による意識啓発を図ります。 

保育幼稚園課 

保育園・幼稚園・こども園

での人権教育 

幼児期のこどもたちが人権感覚を育むことが

できるよう園での人権教育や啓発を推進しま

す。 

保育幼稚園課 

四日市人権擁護委員協議

会の支援 

四日市人権擁護委員協議会に対して、人権擁

護、人権相談、保育・教育現場でのこどもに向

けた人権啓発等、諸活動を支援するための補助

を行います。 

人権・同和政策課 

各地区人権・同和教育推進

協議会等の活動支援 

人権意識の普及と高揚を図るため、各地区人

権・同和教育推進協議会が開催するイベント、

学習会、研修会などの活動を支援します。 

人権センター 

広報よっかいち人権のひ

ろばの掲載 

人権意識の普及と高揚を図るため、広報よっか

いちに人権に関する記事を掲載します。 

人権センター 

こどものための出前講座

の開催 

保育園・幼稚園・こども園、学童保育所などか

らの申し出を受け、相手を思いやる大切さ、命

の大切さなどを学ぶ出前講座を実施します。 

人権センター 

人権学習支援事業 全国規模の人権に関する研修会・研究大会への

参加にかかる経費の補助を行います。 

人権センター 

人権学習推進事業 多くの市民が人権について広く学び、理解を深

める機会として、よっかいち人権大学あすてっ

ぷ、ステップアップ講座を実施します。 

人権センター 

人権教育・啓発推進事業 市民人権意識調査を実施し、その結果を検証

し、人権課題に対する啓発冊子の作成など効果

的な教材作成を図ります。 

人権センター 

人権にかかる相談ネット

ワーク構築 

相談窓口間及び相談担当者間のネットワーク

を構築します。 

人権センター 

人権に関する蔵書等の充

実 

人権意識の普及と高揚を図るため、こどもの人

権を含めた様々な人権に関する図書を購入し、

貸出を行います。 

人権センター 

じんけんフェスタ事業 じんけんフェスタを開催し、広く人権に関する

啓発活動を行います。 

人権センター 

人権まちづくり推進事業 地域課題の解決や文化の継承などに取り組む

ことで、差別意識の解消を図る「人権のまちづ

くり」を、地域団体と協働して実施します。 

人権センター 

人権擁護委員の活動支援 人権に関わる相談事業を実施します。人権セン

ター法務大臣から委嘱され活動する人権擁護

委員の活動を支援します。 

人権センター 
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取組・事業 事業概要 担当課 

親子映画鑑賞会の開催 非核平和都市宣言啓発事業の中で親子映画鑑

賞会を実施し、戦争と平和に関する映画の上映

を実施します。 

市民協働安全課 

人権センター 

男女平等・デートＤＶ予防

教育講師派遣事業 

ジェンダーの視点を学び、こどもたちが「あり

のままの自分」「ありのままの他者」を受容・表

現する力、また、将来の可能性を広げ、多様な

生き方を尊重できる力を育むため、希望する園

や学校などに講師を派遣し、男女平等教育の講

座を開催して、こどもや保護者等への啓発を図

ります。 

男女共同参画課 

女性のための電話相談 

男性のための電話相談 

生き方、人間関係、離婚、配偶者等からの暴力

など様々な悩み・問題をかかえた方からの相談

に応じ、関係機関と連携を図りながら必要な支

援につなげます。 

男女共同参画課 

民間企業における人権意

識の啓発支援 

市内事業所が中心となり、人権課題の解決に向

けた取組を推進するために結成された四日市

人権啓発企業連絡会の活動を支援することで、

民間企業による人権意識の啓発を促します。 

商業労政課 

中学校ブロック人権文化

創造事業「子ども人権フォ

ーラム」の開催 

こどもたちに人権尊重の精神を養い、差別をな

くす実践力を育てるため、全中学校区において

小中学生を対象にした「子ども人権フォーラ

ム」を実施します。 

人権・同和教育課 

学校人権教育リーダー育

成研修会 

学校における人権学習や教職員・ＰＴＡ研修

会、「子ども人権フォーラム」などのファシリテ

ーター（促進役）を担う教職員を育成します。 

人権・同和教育課 

小中学校での人権教育の

推進 

「子ども人権フォーラム」や様々な人権課題に

関する取組を系統的に位置付けた人権教育カ

リキュラムに基づき、こどもたちが主体的に取

り組む人権教育を推進します。 

人権・同和教育課 

メディア・リテラシー養成

を通じた人権教育推進事

業 

インターネットや各種メディアから得られる

様々な情報を正しく見分け、情報を主体的に読

み解くメディア・リテラシーの養成を通じた人

権教育を推進します。 

人権・同和教育課 
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（２）遊びや体験の機会づくり、生活習慣の形成、定着 

 目指す姿 
 

全てのこどもが、その年齢や発達の程度に応じて、遊びや体験活動などを通して成

長し、基本的な生活習慣を身に付け、健やかに生活することができる成育環境が整っ

ている。 

 

 施策の方向 

●こどもの年齢や発達の程度に応じて、多様な体験や遊びができるような場や機会を提供しま

す。また、それらの開催にあたっては、地域や成育環境によって格差が生じないように配慮

します。 

●こどもが基本的な生活習慣を身に付けられるように、家庭・学校・園などと連携しながら、

普及啓発を行います。  

●外国にルーツのあるこどもとその家族が、地域で安心して、学び、生活ができるように、日

本語教育をはじめとする、学習支援を行います。 
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 重点施策 

 

 こども芸術体験事業 
 

担当課 文化課 

目的 乳幼少期から音楽をはじめとした芸術文化に触れ親しむ体験機

会を設け、豊かな人間性の涵養を図ります。 

事業内容 「乳幼児期」「就学前」「小・中学校」といった各ステージに合わせ

た体験企画を実施します。 

・乳幼児期の芸術文化体験事業 

プロの演奏家を招き、定期的に至近距離で体験できるコンサート

などを実施します。 

・音楽等交流事業 

学校等にア―ティストを派遣し、音楽に限らず幅広い芸術に触れ

られるよう、演奏や作画体験など様々な芸術を通した交流を行い

ます。また、ホールでのコンサートを行い、コンサートの鑑賞マ

ナーを学べる機会を提供します。 

・演劇表現による次世代育成事業 

こどもの感性の涵養と多様な自己表現につなげるため、プロの役

者などによる学校訪問を行い、こどもに演劇表現を通じた体験と

交流の機会を提供します。 

 

 

今後の方向性 これまでは、将来に向けてこどもに重点をおいて取組を行ってきた

ところですが、例えば、障害のある人向けの演劇ワークショップを

行うなど、誰もが文化芸術に触れたり、自ら活動したりする機会を

得られるよう、事業内容の充実を図ります。 

 

 

  

乳幼児期の芸術文化体験事業 演劇表現による次世代育成事業 
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 体験型の幼児教育活動の充実 
 

担当課 保育幼稚園課 

目的 幼児教育・保育のさらなる充実を図るため、各園における体験型幼

児教育活動を推進し、全てのこどもに生きる力の基礎を育みます。 

事業内容 幼児教育の要となる集団活動による「遊びを通した学び」の実践が

より充実したものとなるよう、３～５歳児を対象に、各園が地域人

材を活用した体験型幼児教育活動を実施します。 

また、人権やＳＤＧｓ、運動、防災活動、地場産業などの分野の外

部講師を招き、地場産業に親しみをもったり、本物に出会う体験を

したりし、こどもたちの豊かな体験を保障します。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 得られた知見やノウハウを幼児教育センターにフィードバックし、

保育者同士が共有・活用できる体制の構築に向け、取組を進めます。 
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 こどもの生活リズム向上事業 
 

担当課 こども未来課（青少年育成室） 

目的 こどもの望ましい基本的な生活習慣を育成するため、生活リズムの

向上を図ります。 

事業内容 「早ね早おき朝ごはん」推進運動のもと、モデル校園を指定し、こ

どもの生活習慣の確立や向上に向けて、保護者や園･学校等が連携

して取組を進めます。 

また、保護者・教職員等を対象に、

研修会を実施するほか、未就学児の

保護者を対象に、「子どもの生活状

況調査」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 今後もモデル校園を中心に、市内全ての校園でこどもたちの生活リ

ズム向上に係る取組を推進するとともに、生活リズムを整えること

の大切さについて保護者が学べる機会を関係機関と連携しながら

提供していきます。 
 
  

保護者・教職員等を対象とした研修会 
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 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

児童館・移動児童館・こど

も子育て交流プラザにお

ける体験活動 

様々な創作活動、季節の行事、クッキング、戸

外遊びを通して心身の健やかな成長を図り、社

会性や創造性の育成を支援します。 

こども未来課 

少年自然の家における体

験活動 

豊かな自然を生かした様々な体験活動を通し

て、自己判断力、豊かな人間性、たくましい体

力を身につけたこどもの成長を支援します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

生活リズム出前講座 こどもの基本的生活習慣の啓発・普及を図るた

め、こどもやその保護者を対象に、出前講座を

実施します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

青少年のリーダーを育成

する研修 

子ども会活動のリーダーとして必要な資質と

能力の向上を図るため、ジュニアリーダーやサ

ブリーダー養成講習会を実施します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

地区市民センター生涯学

習事業 

こどもや子育て当事者を含む幅広い年代の地

域の方々がつながりを持てるよう子育て支援

事業として、乳幼児とその保護者、小学生など

様々な年齢の方を対象に、絵本の読み聞かせや

料理、陶芸など多岐にわたる分野の講座を開催

します。 

市民生活課 

（地区市民センター） 

笹川子ども教室 日本語指導が必要なこどもや学習環境の整わ

ない家庭のこどもを対象に学習習慣を身につ

けるための学習支援を行います。 

市民生活課 

（多文化共生推進室） 

就労に役立つ日本語習得

の支援 

外国人市民に対して就労につながる日本語の

学習支援を行います。また、就労等により昼間

通うことができない人のために日本語教室を

夜間に行います。 

市民生活課 

（多文化共生推進室） 

動物愛護教室の開催 人においてその命が大切なように、動物にも気

持ちがあり、命があることを伝え、動物を慈し

む心を育成することを目的とし、着ぐるみやス

ライドによる出前講座を行います。 

衛生指導課 

観光施設整備 市民の憩いの場として広く利用されている観

光施設の運営を行います。来訪者に対して四日

市市独自の魅力を「観光」を通じて発信してい

くため、伊坂ダムサイクルパーク、四日市スポ

ーツランドの運営事業費補助及び維持管理等

を行います。 

観光交流課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

アートスタートプログラ

ム 

年齢や経験に関係なく誰もが文化に触れられ

るよう、アートスタートプログラムとして、三

浜文化会館を会場に未就学児や子育て世代を

対象とした鑑賞体験を行います。 

文化課 

こどもの文化鑑賞機会の

充実 

こどもたちが年齢や興味に応じた芸術が鑑賞

できるよう演劇公演などの客席の一部を「青少

年のための芸術鑑賞会」として位置づけ、公演

毎に高校生以下の児童生徒に無料の鑑賞機会

を提供します。 

文化課 

学び舎音楽会の開催 小中学校へ音楽アーティストを派遣し、生の音

楽演奏に楽器体験などを行うことで、こどもた

ちがその楽しさを感じ想像力を伸ばせる機会

を提供します。 

文化課 

幼少期から体を動かす習

慣づくり事業 

幼児期から体を動かした遊びに取り組む習慣

を身につけ、体力向上を図るため、自分に適し

たスポーツ種目を判定するスポーツ能力測定

会などを実施することにより、こどもの好奇心

を刺激し、運動・スポーツに親しむきっかけを

創出します。 

スポーツ課 

こども四日市（こどもによ

るこどものまち）の開催 

こどもが自ら考え、行動する力などを育むとと

もに、こども同士の交流の場として、こどもに

よるこどものまちイベント「こども四日市」を

実施します。 

商業労政課 

地場産業体験学習 本市を代表する地場産業である四日市萬古焼

について、市内小学生を対象に萬古焼陶芸体験

講座を開催し、四日市萬古焼の魅力を伝え、こ

どもの頃から地場産品への愛着を高めるとと

もに、ものづくりに興味を抱かせることで、将

来の担い手の確保を図ります。 

工業振興課 

三重県ジュニアロボコン

の開催 

三重県内の小中学生を対象に、ロボット製作を

通じてものづくりの楽しさと科学技術の素晴

らしさを体験する機会を創出します。 

工業振興課 

ものづくり講座の開催 製造業に携わってきた企業ＯＢが、市内の小中

学生を対象に科学のおもしろさと合わせて、も

のづくりの魅力を伝える講座を行い、将来の製

造業の担い手を育てます。 

工業振興課 

食と農のふれあい推進事

業費補助金 

市民等が実施する農業体験や食育活動を支援

し、地域への定着を図るために必要な経費の一

部を補助します。 

農水振興課 

公共交通の利用方法など

の啓発 

地域公共交通などが使い慣れていない未就学

児や小学生などに鉄道やバスの乗り方などを

紹介し、鉄道やバスの利用に慣れてもらうこと

で、将来的な利用促進につなげます。 

都市計画課 

（公共交通推進室） 
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取組・事業 事業概要 担当課 

公園の整備 

 

 

利用の低下している小規模な既存公園等を集

約・統合し、子育て世帯から高齢世帯までが利

用する魅力的な公園として整備します。また、

遊具等が老朽化した公園施設の安全管理及び

更新等を進めることで、こどもをはじめとした

利用者が快適に利用できる環境を整備します。 

公園緑政課 

こどもの読書環境の充実 こどもがたくさんの本に触れることができる

よう、児童用図書の充実を図るとともに、児童

室に専任の司書を配置します。また、図書館に

来ないこどもに向けての取組や、こどもの読書

活動に関わる大人を対象とした取組を行いま

す。 

図書館 

小中学校における芸術・文

化体験 

こどもが質の高い芸術、文化に触れることがで

きる機会を提供することにより、次世代の文化

芸術の担い手を育むとともに、豊かな感性、創

造性、コミュニケーション能力等の育成を図り

ます。 

指導課 

少年自然の家における自

然教室 

自然の中で、野外活動等を通して、自然に触れ

る楽しさを学ばせるとともに、児童生徒の心身

の健康増進を図ります。 

指導課 
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（３）こどもの貧困の解消 

 目指す姿 
 

こどもの今と将来が生まれ育った環境によって左右されることがないよう貧困の解

消が図られ、貧困の連鎖が断ち切られている。 

 

 施策の方向 

●家庭の経済状況に関わらず、質の高い教育を受け、それぞれの夢に向かって挑戦できるよう

に、こどもの貧困の解消に取り組んでいきます。 

●関係機関と連携し、困難な状況にあるこども・若者を早期に把握し、支援につなげます。 

●こどもへの経済的な支援だけでなく、保護者の就労支援等、必要に応じて家庭への支援を行

います。 

 

 重点施策 

 

 こども学習支援 
 

担当課 保護課 

目的 生活保護世帯の高校進学率の向上を図ることで、当該世帯の生徒が

将来自立した生活を送り、生活困窮に陥らないよう貧困の連鎖の防

止を図ります。 

事業内容 生活保護受給世帯の中学生及び

小学６年生に対し学習支援を行

い、経済的に困難を抱える世帯

のこどもたちに対し、学びの機

会を提供します。 

また、専門員の配置などにより、

対象世帯へのきめ細かな働きか

けを行うことで、対象となるこ

どもの参加率向上に努めます。 

今後の方向性 学習支援が必要な児童生徒が参加できるよう、早期の促しと家庭事

情を考慮した参加への援助を行うことで参加率の向上を図ります。 

 

  



50 

 生活困窮者対策の推進 
 

担当課 保護課（生活支援室） 

目的 就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある

人に対し、関係機関と連携のもと経済困窮に陥った原因などを一緒

に振り返ったり、複合的な課題を一緒にひも解いたり、様々な制度

を利用し様々な機関と連携しながら、社会的自立や経済的自立に向

けて、伴走支援をします。 

事業内容 生活困窮者に対し、自立に向けた包括的な相談支援として自立相談

支援事業を実施するとともに、住居確保給付金の支給や家計改善支

援を行います。 

また、経済的自立のみならず日常生活の自立や社会的自立など状態

にあった支援を行います。 

 

 

 

今後の方向性 アウトリーチによる支援を実施するとともに、インターネットを利

用したオンライン対応など相談へのアクセス向上を図ります。 
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 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

就労自立促進事業 生活保護受給者や自立相談事業の支援を受け

ている生活困窮者等の就労による経済的自立

を図るため、四日市公共職業安定所（ハローワ

ーク四日市）等と連携した就労支援を行いま

す。 

保護課 

生活保護法に基づく、教育

扶助・生業扶助等 

生活保護法に基づき、最低限度の生活を保障す

るとともに、その自立を助長するため、教育・

生業扶助の実施や、中学１年生に対する法外扶

助（夏服の支給）を行います。 

保護課 

労働相談機関の情報提供 毎週ハローワークが発行する求人情報を入手

し、市ホームページに掲載するとともに、各地

区市民センター、人権プラザ等に、紙媒体で提

供します。 

商業労政課 

食品ロス削減のためのマ

ッチングの推進 

食品ロスを削減し、ごみの減量化を図るととも

に、地域課題や福祉課題の解決を進めるため、

事業者や市民から寄付を受けた食品をこども

食堂、その他食品を必要とする団体にマッチン

グを行います。 

生活環境課 

四日市市奨学金支給事業 経済的理由から就学が困難な高校生、大学生な

どを対象とし、意欲ある学生が希望する進学先

に進めるように奨学金の支給を行います。ま

た、一定の要件を満たした場合は返還免除とす

ることで、卒業後の定住促進にもつなげます。 

教育総務課 

就学援助 経済的理由により、就学困難な児童生徒の保護

者に対して、学用品費や給食費の一部を援助

し、義務教育を円滑に行います。 

学校教育課 
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（４）障害児や医療的ケア児等への支援 

 目指す姿 
 

障害のあるこどもや発達に特性のあるこどもの地域社会への参加・インクルージョ

ンが推進され、障害等の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域づくり

が進められている。 

 

 施策の方向 

●こどもがそれぞれの特性に応じて育つよう、関係機関と連携し、こどもの特性に応じた保育・

教育などを提供します。  

●こどもの発達に関する相談窓口や健康診査の充実を図り、早期発見、早期支援につなげます。  

●障害等の有無にかかわらず、安全・安心に過ごすことができる環境と、一人ひとりのニーズ

に応じた支援の充実を図るため、関係者の専門性の向上を図ります。  

●障害児や医療的ケア児等への手当の支給、医療費、教育費の助成等経済的な支援を行います。  

●児童発達支援センターあけぼの学園と関係機関の連携を図り、地域支援体制の充実を図りま

す。 
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 重点施策 

 

 
発達障害等早期支援事業（プロジェクト Ｕ

アンダー

－８
エ イ ト

事業） 

 

担当課 こども発達支援課 

目的 ことばや対人関係、学習上の基礎的な能力に課題があるこどもに対

し、早期に対応し、園や学校と連携を取りながら、自己肯定感を持

って小学校への就学や学校生活を楽しく過ごせるように支援しま

す。 

事業内容 ４つの教室を開催し、支援を行います。 

・幼児ことばの教室 

・まなびの教室 

・ともだちづくり教室 

・こどもの見方・ほめ方教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 関係機関と連携を図りながら早期に対応し、こどもが自己肯定感を

持って園や小学校生活を楽しく過ごせるよう支援します。 

 

  

幼児ことばの教室 

ともだちづくり教室 

こどもの見方・ほめ方教室 
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 インクルーシブ教育推進事業 
 

担当課 教育支援課 

目的 障害等があっても、合理的配慮のもとでともに学ぶというインクル

ーシブ教育の推進に向け、サポートルームの充実、介助員・支援員

の適正配置、医療的ケアの推進、特別支援教育コーディネーターの

活動充実を図ります。 

事業内容 ・相談体制の充実 

特別支援教育コーディネーターの活動を支援し、相談体制の充実

を図ります。 

・多様な学びの場の充実 

通常の学級に在籍する発達障害等のこどもが、特性に応じた個別

の指導・支援を受けられるよう、通級指導教室や小学校サポート

ルームの充実を図ります。 

・特別な教育的支援が必要なこどもへの支援の充実 

特別な支援が必要なこどもの実態や状況等に応じて、介助員・支

援員・医療的ケアサポーターを適切に配置し、支援体制を充実し

ます。また、一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、自立と

社会参加に向けた一貫した指導・支援や合理的配慮の提供を行う

ため、相談支援ファイルの活用を促進します。 

・特別支援教育にかかる教職員の専門性の向上 

管理職を含む全教職員が、特別支援教育に関する専門性を高める

ための研修を実施します。また、市内の小中学校等における合理

的配慮の事例集「四日市版インクル DB」を研修資料として活用し、

合理的配慮への理解を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 通級指導教室の巡回指導を検討します。 

介助員・支援員、医療的ケアサポーターの拡充や、医療機関との連

携を図ります。 

 

  

小学校サポートルームでの指導 
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 障害児通所支援事業 
 

担当課 こども発達支援課 

目的 障害のあるこどもが身近な地域で、障害児通所支援サービス（児童

発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）を受けられ

るよう事業所への支援等の充実を図ります。また、医療的ケアの必

要なこどもについても、対応できる事業所の充実を図ります。 

事業内容 ・児童発達支援 

未就学の発達支援が必要なこどもに対し、日常生活における基本

的な動作の指導や知識の習得、集団生活への適応訓練などを行い

ます。 

・放課後等デイサービス 

就学している発達支援の必要なこどもを

対象に、授業の終了後、または学校休業日

に生活能力の向上のため、必要な訓練、社

会との交流の促進を図ります。 

・保育所等訪問支援 

保育所等を訪問して発達支援の必

要なこどもや保育所等のスタッフ

に対し、こどもが集団生活に適応

するための専門的な支援を行いま

す。 

今後の方向性 障害のあるこどもにとって適切な支援が行われるよう、関係機関と

の連携等により、必要なサービスにつなげるほか、地域社会への参

加ができるよう体制の構築を図ります。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

学童保育所指導員研修 障害のある児童の対応を行う学童保育所指導

員の専門的知識や技術等の習得の機会を確保

するため、集合研修のほか指導員の経験に応じ

たステージ別研修など実践的な内容の研修を

実施します。 

こども未来課 

学童保育所障害児対応指

導員配置への支援 

学童保育所が障害のある児童を受入れるため

に必要となる専任の職員の配置にかかる費用

を支援します。 

こども未来課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

育成医療の給付 身体に障害や疾患があり、手術等の医療によ

り、確実な治療効果が期待される児童に対し

て、指定医療機関での医療に対し給付を行いま

す。 

こども保健福祉課 

特別児童扶養手当 20 歳未満で精神または身体に障害を有する児

童について、手当を支給することにより、児童

の福祉の増進を図ります。（三重県が支給） 

こども保健福祉課 

小児慢性特定疾病医療費

助成 

18 歳未満（ただし、18 歳の時点で制度の対象に

なっており、かつ 18 歳以降も引き続き治療が

必要と認められる場合には、20 歳未満）の児童

等を対象に、小児慢性特定疾病にかかる高額な

医療費の負担を軽減するため、医療費の助成を

行います。（三重県が支給） 

こども保健福祉課 

小児慢性特定疾病児童日

常生活用具の支給 

小児慢性特定疾病に罹患しているこどもの日

常生活の便宜を図るため、特殊寝台などの日常

生活用具を給付します。 

こども保健福祉課 

おもちゃ図書館事業 おもちゃを通して、心身に障害のある子の情緒

や生活機能の発達を促進させるとともに、健常

児との交流が図れるように支援を行います。 

こども発達支援課 

こどもの発達に関する相

談・支援 

18 歳までのこどもの発達に関する相談や５歳

児保護者アンケートを実施し、早期からの途切

れのない支援につなげます。 

こども発達支援課 

障害児相談支援事業 障害児通所支援を利用するときに、障害児相談

支援事業所において、障害児支援利用計画を作

成し、適切なサービス利用の継続的な支援を行

います。 

こども発達支援課 

就学相談・巡回相談支援事

業 

発達に課題のあるこどもとその保護者や保育

士等への就学相談・巡回相談を行います。 

こども発達支援課 

教育支援課 

あけぼの学園における保

育園・学校等との連携の強

化 

地域における中核的な役割を果たす児童発達

支援センターとして、園・学校や障害児通所支

援事業所と連携を強化し、地域支援体制の充実

を図ります。 

あけぼの学園 

専門的支援が必要な児童

への発達支援 

専門的な発達支援が必要な乳幼児の早期支援・

療育の場として、心身の基礎的発達を促すため

の支援を行うとともに、保護者に対してこども

の理解や育児・養育面などについて相談・助言

を行います。 

あけぼの学園 

居宅介護、短期入所、日中

一時支援事業 

障害のある方の自立支援や保護者のレスパイ

トを図るため、ホームヘルパーの派遣や施設へ

の一時的な入所（ショートステイ）などのサー

ビスを給付します。 

障害福祉課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

障害児福祉手当の支給 特別障害児の福祉の向上を図るため、精神また

は身体に重度の障害があり日常生活において

常時介護を必要とする 20 歳未満の方を対象に

手当を支給します。 

障害福祉課 

障害者医療費の助成 身体障害者手帳１～３級、４級（通院のみ）、療

育手帳、精神保健福祉手帳１級、２級（通院の

み）を持っている方に、病院などで支払った医

療費を対象に助成します。 

障害福祉課 

日常生活用具の給付 重度の身体障害や知的障害のある方の日常生

活の便宜を図るため、特殊寝台や電気式たん吸

引器などの用具を給付します。 

障害福祉課 

補装具費の支給 障害児が将来社会人として独立自活するため

の素地を育成助長するため、障害を補うための

義足、車いすなどの購入や修理に要する費用を

支給します。 

障害福祉課 

特別支援教育就学奨励費 保護者等の経済的負担を軽減するため、特別支

援学級への就学に必要な経費の一部を補助し、

特別支援教育の普及奨励を行います。 

学校教育課 
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（５）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 

 目指す姿 
 

児童虐待やヤングケアラーにかかる相談体制が整っているとともに、子育てに困難

を抱える家庭等への様々な支援が充実しており、社会的養護が推進されている。 

 

 施策の方向 

●こども家庭センターを中心に、保育所、学校、支援の担い手となる民間団体等と十分な連携

を取り、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応に向けて、相談受理、支援実施、周知啓

発等に取り組みます。 

●ヤングケアラーの周知や実態把握を継続的に行い、関係機関と連携しながら、必要な支援を

届けていきます。 

●乳児院・児童養護施設の円滑な運営に向けて、連携や支援を行います。 

●研修等を実施し、職員の専門性の向上を図ります。 

 

 重点施策 

 

 養育支援訪問事業 
 

担当課 こども家庭課 こども保健福祉課 

目的 子育てに不安を抱える家庭等に対し、あらかじめ策定する支援計画

に基づき、相談、指導、助言等の専門的な支援を行うことで、養育

環境の改善を図ります。 

事業内容 保健師や養育支援訪問員（保育士等）による週 1 回程度の訪問支援

を３か月程度実施し、養育に関する専門的な相談、指導、助言等を

行います。 

今後の方向性 事前アセスメントによる支援計画の作成、支援の実施、実施後の評

価、支援改善というプロセスを重視しながら、対象世帯へのきめ細

やかな寄り添い支援を実施していきます。 
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 子育て世帯訪問支援事業 
 

担当課 こども家庭課 

目的 子育てに不安を抱える家庭等に対し、その居宅を訪問支援員が訪問

し、家事代行や子育てなどの支援を継続的に行うことで、養育環境

の改善を図ります。 

事業内容 家事や育児を行う訪問支援員を派遣して、継続的な支援を実施しま

す。 

今後の方向性 世帯ごとに異なる子育ての課題等をきめ細やかに把握していくと

ともに、必要十分な支援量を見極めながら、安定して支援員を派遣

できる体制を整えていきます。 

 

 支援対象児童等見守り強化事業 
 

担当課 こども家庭課 

目的 家庭環境の変化等により、困難を抱えるこどもとその家庭の見守り

体制の強化を図り、児童虐待の未然防止に努めます。 

事業内容 家庭環境の変化等により、困難を抱えるこどもとその家庭を定期的

に訪問し、食料品の提供等を行いながら、見守りを実施します。 

今後の方向性 食料品の提供等を通じた見守りが必要な家庭を適切に把握して

いきます。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

児童虐待をはじめとする

家庭児童相談 

こども家庭センターとして、児童福祉分野と母

子保健分野を連携させつつ、育児や家族、虐待

などのこどもの家庭問題に関する相談に対応

します。 

こども家庭課 

こども保健福祉課 

子育てに困難を抱える家

庭等への支援事業の充実 

 

 

養育支援訪問事業等、子育てに困難を抱える家

庭への支援事業を安定して実施するとともに、

必要に応じて改善を行うなど事業のさらなる

充実を図ります。 

こども家庭課 

「子どもの虐待及び配偶

者からの暴力防止ネット

ワーク会議」の開催 

児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応のた

め、「子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止

ネットワーク会議」を開催し、関係機関と情報

共有や課題検討を通じて、連携を深め、よりき

め細かな対応を行います。 

こども家庭課 

男女共同参画課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

ヤングケアラーへの支援 ヤングケアラーの周知啓発・把握に努めるとと

もに、ヤングケアラーへの寄り添い支援や子育

て世帯訪問支援事業等を実施するほか、関係機

関との連携を強化します。 

こども家庭課 

指導課等 

児童虐待防止啓発の実施

及び研修会等の開催 

児童虐待の早期発見・早期対応・未然防止に向

けた啓発活動を実施するとともに、関係機関の

対応力向上のための研修会の開催等を行いま

す。 

こども家庭課 

乳児院・児童養護施設への

支援 

乳児院・児童養護施設エスペランス四日市にお

ける専門的な職員の配置等への助成や、運営協

議会を通してこどもの処遇向上の促進や円滑

な運営の確保に向けた支援を行います。 

こども家庭課 

関係機関と連携した福祉

的支援 

ヤングケアラーや虐待など、児童生徒にとって

不利な状況を早期に発見し、早期に対応ができ

るよう、学校における指導・支援体制の構築や

地域・関係機関との連携を図ります。 

指導課 

学びのセーフティネット

の構築 

「子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネ

ットワーク会議」において、児童虐待の状況報

告及び対応について各関係機関の情報交換を

行い、ネットワーク機能を活かした的確な対応

を行います。要保護児童等の状況について、学

校からの月別問題行動報告を用いて共有しま

す。 

指導課 
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（６）自殺防止や犯罪からこどもを・若者を守る取組 

 目指す姿 
 

こどもが命の大切さを理解し、有害な環境や情報、犯罪から守られ、安全に安心して

過ごすことができる環境が整っている。 

 

 施策の方向 

●有害情報や犯罪からこどもを守るため、インターネットの適正利用について周知啓発や講座

などを実施します。  

●自殺防止のため、命を大切にする教育を実施します。  

●非行防止のための補導活動や、防犯活動や登下校時の見守りなど地域ぐるみでこどもを見守

る活動を推進します。  

●事故、災害などから自らと他者の安全を守ることができるよう、防災や交通安全などの講習

を実施します。 

 

 重点施策 

 

 ｅネット安心出前講座 
 

担当課 こども未来課（青少年育成室） 

目的 低年齢からのインターネットの適正な利用の普及促進を図るため、

こどもやその保護者、青少年育成団体等を対象に、出前講座や啓発

を実施します。 

事業内容 インターネット・ＳＮＳなどについて正しく理解し、安全で安心な

利用の仕方や家庭でのルールづくりを推進するため、幼保こ小中や

ＰＴＡ、地域などと連携して、こどもとその保護者、地域住民など

を対象とした講座を開催します。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 小中学校に対しては、児童生徒向けの講座開催に加え、保護者を対

象とした講座の開催も積極的に呼びかけ、保護者への啓発を推進し

ていきます。また、インターネット利用の低年齢化に伴い、就学前

の保護者を対象とした講座の開催を保幼こ園に働きかけます。 

出前講座の様子              

⑥ 
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 地域一体の補導活動事業 
 

担当課 こども未来課（青少年育成室） 

目的 青少年の健全育成を図るため、中央補導員や地区補導員による地域

での補導活動を行います。 

事業内容 青少年の非行や問題行動の未然防止のため、補導活動を行います。 

中央補導：教職員、関係団体や地域住民の代表などで組織された中

央補導員により、街頭補導活動を行います。 

地区補導：青少年健全育成団体が中心となって、各地区で補導活動

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 教職員、関係団体、地域住民、行政が連携した中央補導活動や各地

区における住民主体の補導活動を今後も継続的に実施し、青少年に

積極的に関わって青少年の非行や問題行動の未然防止に努めます。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

「こども110番みまもりた

い」活動 

企業等の協力により、「こども 110 番みまもり

たい」専用ステッカーを貼った車両が市内各地

を走行することで、こどもに対する犯罪の抑止

と市民啓発を図ります。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

青少年ネット被害・非行防

止研修会の開催 

こどもを有害情報から守り、インターネットの

適正利用の啓発・普及を図るため、保護者・教

職員・青少年育成団体等を対象に、四日市市Ｐ

ＴＡ連絡協議会と連携して研修会や講演会を

実施します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

登下校時等のこどもの見

守り活動 

地域の登下校安全指導員と地域、学校、行政が

連携して、「こどもをまもるいえ」設置の推進・

普及を図り、こどもの登下校時の安全・安心を

推進します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

万引き・非行防止教室 こどもを対象として、規範意識の向上を目指

した出前講座を実施します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

補導活動の様子              
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取組・事業 事業概要 担当課 

有害情報等からこどもを

守る啓発活動 

インターネットの適正利用の啓発・普及を図る

ため、啓発シートを作成し、市内全小中学校の

児童生徒や市内全園の５歳児保護者に配付し

ます。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

子育て世帯への防災啓発 子育て世帯への防災啓発を図るため、講師養成

講座を実施し、子育て世帯が利用する施設等で

防災体験講座を実施します。 

危機管理課 

避難確保計画の作成や訓

練の実施 

施設利用時における災害からこどもを守るた

め、水防法や土砂災害防止法に基づく「避難確

保計画」の作成及び計画に基づく訓練の実施を

促すとともに、提出された計画内容の点検を行

います。 

危機管理課 

施設管理担当課 

防犯力の高い地域社会づ

くり 

地域の連帯感を高めることによって、犯罪の発

生を未然に防ぐため、地域住民による防犯活動

に対する支援を行うほか、関係機関や事業者等

との連携強化を図ります。 

市民協働安全課 

社会を明るくする運動 犯罪や非行をした人たちの更正に対する理解

を深めるため、保護司会や四日市更生保護女性

の会と共に、再犯防止月間である７月を中心に

「社会を明るくする運動」を展開します。 

福祉総務課 

ＹＥＳｎｅｔ（四日市早期

支援ネットワーク）の構築 

市内の小中学校児童生徒における、精神疾患の

早期発見・早期治療が可能な体制を構築するこ

とを目指し、教育、医療、保健、福祉が密に連

携し、思春期のこころの健康の増進と病気の予

防、早期支援とより良い回復を目的に、多機関

で包括的に支援します。 

保健予防課 

教育支援課 

通学路交通安全対策 交通量の多い道路や小中学校の通学路におい

て、歩行者が安全に通行できるようにするた

め、路肩整備やカラー舗装などで歩行空間の整

備を実施します。 

道路維持課 

防火・防災教室 災害に強いまちづくりの一環として、小・中学

生を対象に防火・防災教室を実施し、防火・防

災意識の高揚を図り、各種災害に強い人・まち

づくりを推進します。 

消防救急課 

自殺予防教育 各学校で命を大切にする教育を推進するとと

もに、専門家を招いて教職員向けに自殺予防に

関する研修会を実施します。 

指導課 

防災・安全教育の推進 日常生活における安全確保について実践的に

理解するため、防災教室等を実施したり、家庭

や地域、関係機関等と密接に連携したりしなが

ら防災・安全教育を確実に実施します。 

指導課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

有害情報からこどもを守

る環境整備 

児童生徒が安心して１人１台端末を使えるよ

うにフィルタリングソフトウェアを導入しま

す。 

教育支援課 
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２ 子育て当事者 

 

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

 目指す姿 
 

経済的な負担を理由に、こどもを持つことを諦めることがなくなり、こどもの育ち

を支えられる社会となっている。 

 

 施策の方向 

●子育て家庭を支援するため、幼児教育・保育の無償化を継続して実施します。  

●疾病の早期発見と早期療養を促すため、こどもにかかる医療費の助成を行います。  

●次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として、児童手当を支給し、負担

の軽減を図ります。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

子ども医療費の助成 疾病の早期発見と早期療養を促すため、18 歳年

度末までのこどもの保険診療にかかる自己負

担分を助成します。 

こども保健福祉課 

児童手当の支給 子育てに係る経済的負担を軽減するため、18 歳

年度末までの児童を対象に児童を養育してい

る方に対して、児童手当を支給します。 

こども保健福祉課 

第３子保育料の無償化 ０～２歳児を対象として、第３子以降の保育料

を無償化することで、子育て家庭を支援しま

す。 

保育幼稚園課 

認可外保育施設保育料の

助成 

認可外保育施設を利用した待機児童の保護者

に対し、保育料を一部助成することで、経済的

負担の軽減を図ります。 

保育幼稚園課 

幼児教育・保育の無償化 保育園、こども園、幼稚園、幼稚園の預かり保

育、認可外保育施設等において、３～５歳児及

び市民税非課税世帯における０～２歳児の保

育料を無償化することで、子育て世帯を支援し

ます。 

保育幼稚園課 
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（２）地域子育て支援、家庭教育支援 

 目指す姿 
 

子育て家庭が、必要に応じて地域や関係機関、民間団体などとつながりをもつこと

ができ、安心して子育てができる多様な子育て支援サービスが充実している。 

 

 施策の方向 

●子育て家庭が孤立感や過度な使命感を抱くことなく、健康で、自己肯定感とゆとりを持って、

こどもに向き合えるように、こどもの健やかな育ちと子育て家庭を支援します。  

●親子の交流促進や子育て相談・学びが気軽にできるように、子育て支援センターの充実を図

るとともに、利用者の支援を行います。  

●こどもの育ちや子育てに関する情報を様々なツールを活用し、効果的に発信します。 
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 重点施策 

 

 子育て支援センター事業 
 

担当課 こども未来課 

目的 乳幼児とその保護者を対象に、親子同士の交流や、子育てについて

の相談、情報提供等を行い、育児負担の軽減と育児不安の解消を図

ります。 

事業内容 子育て家庭を支援するため、施設の自

由開放のほか、子育て中の親子の交流

促進、子育て相談、子育てに関連する

情報の提供、講習会を行います。その

一環として、絵本の読み聞かせや季節

の行事等、親子で楽しめるイベントを

毎月開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 子育て支援センターがない地区への新設を目指し、こども園への移

行などを機会に関係機関と調整を図ります。また、親子が集い、交

流や育児相談、情報交換できる身近な場所を提供するため、引き続

き事業の充実に努めるとともに、施設環境の整備を図ります。 
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 第２子以降子育てレスパイトケア事業 
 

担当課 こども未来課 

目的 核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化により、保護者の育児

に対する孤立感や負担感が大きくなっていることから、第２子以降

の子を出産した女性に対して、出産後の支援を行うことにより、心

理的・肉体的な負担の軽減（リフレッシュ）を図ります。 

事業内容 第２子以降の子の出産後 12 か月に限

り、生まれた子の兄・姉を認可保育園・

こども園や病児保育室に一時的に預

けたときの保育料や家事支援サービ

ス利用料が２回まで無料になる「よっ

かいちニコニコ子育て応援券」を発行

します。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 子育て当事者のニーズを把握するために、利用者に対してアンケー

トを実施し、サービスや申請・利用方法等、制度の利便性を向上さ

せるために検討を行います。 

 

 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 
 

担当課 こども家庭課 

目的 児童を一時的に施設等で養育・保護することにより、児童及び家族

の福祉向上を図ります。 

事業内容 出張や病気により家庭で一時的に養育が困難となった場合や、緊急

一時的に保護を必要とする場合等に、乳児院及び児童養護施設にお

いて児童を一時的に養育または保護を行います。 

今後の方向性 児童養護施設及び乳児院の受入可能人数には制限があるため、さら

なる提供体制の確保方策について調査研究を進めます。 
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 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

子育てサークルなどの活

動支援 

子育て支援センターやこども子育て交流プラ

ザにおいて、子育てサークルやボランティアグ

ループの情報を提供します。また、子育て支援

センター（橋北及び塩浜）やこども子育て交流

プラザにおいて貸室を行うことで子育てサー

クルの活動を支援します。 

こども未来課 

地域子育て相談機関の設

置 

子育て支援センター等において、全ての子育て

世帯やこどもが身近に相談することができる

相談機関を設置します。 

こども未来課 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と、育児

の援助を行いたい人（援助会員）を会員として

組織化し、相互援助活動を行うことにより、子

育て支援の輪をつくり、保護者が仕事と育児を

両立させて、安心して働くことができる環境づ

くりを行います。 

こども未来課 

利用者支援事業 こども未来課窓口や子育て支援センター（橋北

及び塩浜）、こども子育て交流プラザに子育て

コンシェルジュを各１名配置し、それぞれの家

庭に合った子育て支援情報の提供や相談、助言

等を行います。また、こども家庭センターにお

いて、統括支援員が中心となり、児童福祉の相

談等を担当する子ども家庭支援員と、母子保健

の相談等を担当する保健師等が、連携・協力し

ながら、妊産婦や子育て世帯、こどもに対して

一体的な相談支援を実施します。 

こども未来課 

こども保健福祉課 

こども家庭課 

「家庭の日」啓発 青少年の健全育成の基盤である「家庭」を見つ

め直すため、イベントや広報よっかいち等を通

じて多くの市民に「家族の絆」・「家族のふれあ

い」を伝える啓発を行い、「家庭の日（毎月第３

日曜日）」の定着を図ります。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

家庭教育講座 家庭の教育力向上を目指し、講演会や研修会等

による自主学習を保育園・幼稚園・こども園、

小・中学校のＰＴＡや保護者会に委託して実施

します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

窓口デジタル化による負

担軽減 

デジタル技術の活用により、少ない手続きで簡

単に申請などが行えるように窓口業務のデジ

タル化を進めます。 

こども未来課 

こども保健福祉課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

よかプリコ等を活用した

情報発信 

予防接種の管理やこどもの成長を記録できる

子育て支援アプリ「よかプリコ」やＳＮＳを活

用し、市内の子育て情報を積極的に発信しま

す。 

こども未来課 

こども保健福祉課 

地域に出向いて実施する

保健師・栄養士相談 

育児不安の軽減とともに、子育て支援について

地域との連携を図るため、地域で行われる子育

て支援事業や子育てサロン等に保健師や栄養

士等が出向き、育児等の相談を行います。 

こども保健福祉課 

一時保育事業 保育園やこども園において、保護者の育児疲れ

や急病等により、家庭において保育を受けるこ

とが一時的に困難となった場合に利用できる

一時保育を実施します。 

保育幼稚園課 

こども誰でも通園制度 令和８年度から本格実施となる、月一定時間ま

での利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間

単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付の

「こども誰でも通園制度」について、本市にお

ける地域の実情を踏まえた事業を実施します。 

保育幼稚園課 

私立幼稚園等の一時預か

り 

私立幼稚園やこども園において、通常の教育時

間の終了後や夏休みなどの長期休業期間に、在

園児の預かり保育を実施します。 

保育幼稚園課 

保育園などにおける地域

の子育て支援 

園の開放や、親子やこども同士の交流、地域交

流、育児の相談などを通して、保育園・こども

園・幼稚園に入園していない地域のこどもの健

やかな成長と保護者の育児を支援します。 

保育幼稚園課 

各種ツールを生かした情

報の発信 

市ホームページや広報よっかいち、子育て支援

アプリなど、各種ツールを生かした効果的な情

報発信に取り組みます。 

こども未来部各課 

民生委員・児童委員による

相談 

地域の中での身近な相談窓口として、民生委

員・児童委員が生活の中での困りごとや悩みご

とに関する相談・助言を行います。 

福祉総務課 

 

  



71 

（３）共働き、共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 

 目指す姿 
 

子育て家庭が子育てしながら働きやすい職場環境が整備され、夫婦が相互に協力し

ながら子育てができ、地域社会全体で支援ができている。 

 

 施策の方向 

●仕事と子育てが両立でき、働きやすい職場環境づくりを進める企業に対して支援を行います。  

●家庭内の育児負担が母親に集中しないよう、父親の子育て参画意識を高める取組を推進しま

す。  

●企業に対して従業員のワーク・ライフ・バランスの推進など、働きやすい環境づくりの啓発

を実施します。  

●安全・安心な妊娠・出産のために、就労中の妊産婦の健康管理の周知・啓発を実施します。 
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 重点施策 

 

 仕事と子育ての両立ができる職場環境支援事業 
 

担当課 商業労政課 

目的 仕事と子育ての両立を推進するため、働きやすい職場環境づくりを

進める企業に対して支援を行います。 

事業内容 ・働きやすい職場づくり支援事業 

・ソフト整備支援事業 

仕事と子育ての両立を推進するため、各種休業制度の充実の

他、在宅勤務や育児短時間勤務などフレキシブルな就業ができ

るよう、就業規則の見直しを行う企業を支援します。 

・ハード整備支援事業 

男女がともに仕事と子育てが両立

しやすい職場環境をめざし、職場

内の遊び場スペースを設置しま

す。また、女性が就労しやすい職

場環境をめざし、女性用トイレ・

更衣室を設置するなど、事業所の

整備を支援します。 

・ワークスタイル・イノベーション推進事業 

企業内研修に講師を派遣し、仕事と

子育ての両立や長時間労働の是正な

ど、企業における従業員のワーク・

ライフ・バランスを進め、風通しが

よく働きやすい環境づくりを支援し

ます。 

・男女がいきいきと働き続けられる企業表彰 

男女がいきいきと働き続けることが

できる環境づくりを推進している企

業の表彰を行います。 

 

 

 

今後の方向性 働きやすい職場環境づくりのための施設や制度の整備を進める企

業に対して支援を行うとともに、働く人が互いに家庭と仕事の両立

に配慮できる、働きやすい職場づくりを推進する企業を支援しま

す。 
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 父親の子育て参画推進事業 
 

担当課 こども未来課 こども保健福祉課 男女共同参画課 

目的 父親の子育てへの参画機会の提供と知識の普及を行い、父親自身が

自分の働き方や生き方について捉え直し、自ら行動を起こすことが

できる社会の実現を目指します。 

事業内容 ・父親の子育てマイスター養成講座 

父親が育児を楽しむ気持ちや育

児への参画意識が高まるよう、

講座の修了生で構成された市民

活動団体「パパスマイル四日市」

と協働で企画・運営を行い、講

座を開催します。 

・「よかパパひろば」の開催 

月１回程度、市内の子育て支援施設において、絵本の読み聞かせ

や、体遊びなどの活動、有志の講座修了生が父親の子育て相談員

（よかパパ相談員）として子育て相談を行う「よかパパひろば」

を実施し、講座で学んだことや体験を伝えます。 

・「よかパパフェスティバル」の開催 

父親の子育て参画推進事業のシンボリックなイベントとして「よ

かパパフェスティバル」を市民活動団体と協働して実施します。 

・父親向け子育て情報誌の発行 

父親の育児を楽しみ、「笑っている父親」を増やすことを目的とし

た父親向けの子育て情報誌を市民活動団体と協働して発行しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 広報よっかいちをはじめとした市の広報媒体を活用したり、作成し

たチラシなどを子育て関連施設や大型の商業施設に配布したりす

るなど、講座について積極的に周知を行っていきます。 

 

 

  

父親の子育てマイスター養成講座 
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 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

就労中の妊産婦の健康管

理の啓発 

安全な妊娠・出産のための健康管理を啓発する

ため、母子健康手帳交付時に、就業中の妊婦に

対し、母性健康管理指導事項連絡カードの周知

を行います。 

こども保健福祉課 

男女共同参画の学習機会

提供 

男女共同参画社会の実現に向けて、市民団体と

協働して講座を開催し、こどもや保護者に対し

て男女共同参画の啓発を図ります。 

男女共同参画課 
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（４）ひとり親家庭への支援 

 目指す姿 
 

こどもの最善の利益を考慮しながら、ひとり親家庭の自立が図られ、親子が十分に

交流でき、心穏やかに過ごせる環境が整っている。 

 

 施策の方向 

●ひとり親家庭に寄り添った相談支援の充実を図るとともに、必要に応じて生活・子育て・就

労の支援につなげます。  

●就労につながる資格の取得など、ひとり親家庭の経済的な自立に向けた支援を行います。  

●児童扶養手当の支給や医療費助成など、ひとり親家庭の経済面の負担を軽減します。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

学童保育所保育料の軽減

（利用支援補助事業） 

学童保育所を利用する就学援助家庭、ひとり親

家庭等に対し、保育料の負担軽減を図ります。 

こども未来課 

ファミリー・サポート・セ

ンター利用料の軽減 

多子世帯、多胎児世帯、ひとり親世帯、生活保

護受給世帯及び市民税非課税世帯を対象に利

用料の半額を補助し、就労支援及び育児負担の

軽減を図ります。 

こども未来課 

児童扶養手当の支給 ひとり親家庭等を対象に、生活の安定を図るた

め、児童扶養手当の支給を行います。 

こども保健福祉課 

一人親家庭等医療費の助

成 

ひとり親家庭等の保護者の保険診療にかかる

自己負担分を助成します。 

こども保健福祉課 

自立を支援する就業支援

給付 

ひとり親家庭の経済的自立に向けて、就労につ

ながる資格や技術の取得のための給付金の支

給を行います。 

こども家庭課 

ひとり親家庭の生活相談

等 

ひとり親家庭の父母の悩みを聞いたり、就労支

援につなげたりするなど、自立に向けた相談を

行います。 

こども家庭課 

母子・父子福祉センターに

おけるひとり親家庭・寡婦

への支援 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を図るた

め、母子・父子福祉センターにおいて技能習得

講座や交流事業等を実施します。 

こども家庭課 

養育費確保のための支援 養育費などの問題を抱えている女性のために、

離婚や養育費、面会交流など、法律に関する全

般的な相談を女性弁護士が行います。また、養

育費の取決めに係る公正証書の作成等費用に

ついて補助します。 

男女共同参画課 

こども家庭課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

シングルマザー等のため

の家計相談 

シングルマザーまたは離婚を考えている子育

て中の女性を対象に、家計や教育費などお金に

関する様々な悩みについて、女性ファイナンシ

ャルプランナーが相談対応や情報提供等の支

援を行います。 

男女共同参画課 

ひとり親世帯等の住宅確

保に関する支援 

市営住宅の入居に関して、ひとり親世帯、未就

学児のいる世帯、多子世帯、ＤＶ被害者世帯等

について優先入居・優先抽選の取組を行いま

す。 

市営住宅課 

 

  



77 

 

３ 誕生前から就学前まで 

 

（１）切れ目のない保健・医療の確保 

 目指す姿 
 

将来の子育てに対する不安を和らげ、安心してこどもを産み、育てられる環境が整

っている。 

 

 施策の方向 

●安心して妊娠期を過ごせるよう、医療機関と連携し、健康診査を実施し、出産に向けた支援

を行います。  

●不妊や不育症への支援を行います。  

●妊婦や子育て家庭に寄り添い、相談に応じて、必要な支援につなぐ伴走型の支援を行います。  

●出産・子育てに悩みや不安のある妊婦に対し、産前・産後の相談支援を行うとともに、産後

ケアを実施します。  

●安心して子育てができ、こどもが健やかに成長できるよう、育児に関する教室や講座、家庭

訪問、相談支援、健診を実施します。  

●出産や子育てにかかる経済的負担の軽減を図ります。 

 

 重点施策 

 

 妊婦一般健康診査事業 
 

担当課 こども保健福祉課 

目的 妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認し、妊娠・出産・育児に関す

る相談をすることで、安心して妊娠期を過ごしていただけるように

支援します。 

事業内容 医療機関に委託して健康診査を実施します。また、妊娠期から医療

機関と連携することにより、早期に育児や医療等の個別の支援が必

要な家庭を把握し、出産に向けた相談支援を行います。また、リス

クの高い多胎妊娠の妊婦に対し、通常 14 回分の妊婦健康診査に加

えて、健診費用の追加助成を実施します。 

今後の方向性 伴走型相談支援を実施する中で、妊婦一般健康診査の適正受診を促

すと共に、必要に応じて、妊娠中から支援につなげていきます。 



78 

 

 不妊治療医療費助成事業 
 

担当課 こども保健福祉課 

目的 不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に係る経費の一部を助

成することにより、経済的な負担の軽減を図ります。 

事業内容  

治療内容 助成上限額 助成回数（1 子につき） 

一般不妊治療 

５万円 ６回 特定不妊治療 

男性不妊治療 

保険適用終了後

の特定不妊治療 
３０万円 保険適用と合わせて８回 

 

今後の方向性 不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、助成を着実に

実施します。 

 

 妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支援）  
 

担当課 こども保健福祉課 

目的 妊婦及びその配偶者に対して、面談等を行い、必要な情報提供や相

談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型

相談支援を実施します。 

事業内容 妊娠期から出産、子育て期まで、保健師や助産師等が面談により出産

や育児の相談を行い、産前・産後に利用できる子育て支援サービス

や、育児の相談ができる場所などの情報提供を行うとともに、個々の

状況に応じて必要な支援につなげます。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 妊娠時から全ての妊産婦に寄り添い、出産や育児の見通しを立てる

ための面談や継続的な情報発信を行うことで、安心して出産・子育

てができる環境を整えられるように支援します。 
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 多胎児育児支援事業 
 

担当課 こども保健福祉課 

目的 多胎児育児に伴う経済的負担及び育児負担や不安の軽減を図りま

す。 

事業内容 多胎妊娠の妊婦に対し、通常の妊婦一般健康診査に加えて検査等の

ために要した健診費用を助成する「多胎妊婦健康診査費用補助事

業」を実施します。 

多胎児家庭に助産師が訪問し、心身のケアや授乳指導、育児のサポ

ート等を行う「多胎児産後ケア事業」を実施します。また、多胎児

の保護者同士の交流を図る「さくらんぼひろば」を開催します。 

多胎妊婦または多胎児家庭が家事等の援助を受けるためにヘルパ

ーを利用した場合の費用の一部を助成する「多胎児家庭家事支援サ

ービス費用補助事業」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 多胎妊娠による母体への負担は単胎に比べると大きく、また、育児

期には、特に睡眠不足や身体的な疲労が蓄積してストレスや育児負

担が増大しやすいことから、引き続き、様々な不安を抱える多胎児

家庭の育児負担軽減を図ります。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

不育症治療費の助成 妊娠しても流産や死産等を繰り返す不育症の

治療を行っている夫婦に対し、経済的負担を軽

減するため、治療費の一部を助成します。 

こども保健福祉課 

母子健康手帳の交付 妊娠初期から母子健康手帳及び妊婦一般健康

診査の受診票を交付します。また、妊婦等包括

相談支援事業と併せて、妊娠届出時のアンケー

ト情報等に基づく面談を実施し、出産や育児に

不安がある妊婦に対して個々の状況に応じた

相談、支援を行います。 

こども保健福祉課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

低所得の妊婦に対する初

回産科受診料支援事業 

生活保護世帯、市民税非課税世帯またはこれと

同等の所得水準にある世帯に属し、市販の妊娠

検査薬で陽性を確認した人が、妊娠判定のため

に初めて産科医療機関を受診した際にかかる

費用の一部を助成します。 

こども保健福祉課 

妊婦のための支援給付 

 

妊娠期から切れ目のない支援を行うため、妊婦

等包括相談支援事業等と組み合わせて実施し

ます。妊婦からの申請に基づき妊婦給付認定後

に５万円を支給します。妊婦給付認定を受けた

妊婦は、妊娠しているこどもの人数等の届出を

行い、妊娠しているこどもの人数×５万円の支

給を受けます。 

こども保健福祉課 

産前・産後サポート事業 伴走型相談支援により、悩みや不安のある妊婦

を把握し、保健師等が妊娠中から産後まで、継

続して電話相談や家庭訪問等による相談支援

を行いながら、個々の状況に応じた支援につな

げます。 

こども保健福祉課 

育児学級「パパママ教室」 妊婦とその家族を対象に「パパママ教室」を開

催し、妊娠・育児に関して模擬体験を交えた具

体的な指導を行います。父親の参加を促進する

ため、日曜日にも開催します。また、希望者で、

妊娠週数が教室対象週数（28 週未満）以降の妊

婦に対しては、助産師が自宅に出向いて訪問パ

パママ教室を実施します。 

こども保健福祉課 

妊婦歯科健康診査 妊婦の歯科保健への関心を高め、また、胎児及

び乳幼児の歯科に関する健康状態の向上を図

るため、妊娠期間中に歯科医療機関で歯科健診

を行います。 

こども保健福祉課 

新生児聴覚検査 先天性の耳の聞こえの障害を早期に発見し、早

期対応を図るため、出産後、産科医療機関で実

施する新生児聴覚検査の受診費用の一部を助

成します。また、低所得者に対しては検査費用

全額を助成します。 

こども保健福祉課 

産後ケア事業 心身ともに不安定になりやすい産後1年未満の

時期に、育児支援を必要とする母子に対して、

助産師等による家庭訪問や医療機関等の施設

において乳房管理や沐浴を含む心身のケア及

び育児サポート（訪問型、デイケア型、宿泊型）

を実施します。 

こども保健福祉課 



81 

取組・事業 事業概要 担当課 

産婦健康診査事業 産後うつ等を予防するため、産後２週間頃と１

か月頃の時期に、医療機関に委託して健康診査

を行い、母体の回復状況や授乳状況、精神状態

を把握し、早期に必要な支援につなぎます。 

こども保健福祉課 

こんにちは赤ちゃん訪問 おおむね生後４か月に達するまでの乳児がい

る全ての家庭を保健師、助産師、赤ちゃん訪問

員等が訪問し、子育て支援に関する情報提供を

行うとともに、支援が必要な家庭は適切なサー

ビスにつなげます。 

こども保健福祉課 

はじめましての絵本事業 こんにちは赤ちゃん訪問に併せて乳児期から

親子で楽しむことができる絵本を配付すると

ともに、地域の子育て支援センターや図書館で

実施している読み聞かせの場などへの参加に

つなげます。 

こども保健福祉課 

予防接種の促進 予防接種法で定められた予防接種を行います。 

また、任意予防接種であるおたふくかぜワクチ

ンついて、１歳から年長児までに接種する費用

の一部を２回まで助成します。 

こども保健福祉課 

親子支援事業「パンダひろ

ば」 

生後６か月未満の乳児と保護者を対象に、育児

に関する不安や悩みを共有し、仲間づくりのき

っかけをつくるための「パンダひろば」を開催

します。 

こども保健福祉課 

乳児一般健康診査（４か月

児・10 か月児等） 

４か月児、10 か月児を対象とする健康診査を医

療機関に委託して実施し、成長や育児の確認を

するとともに、課題を早期に発見し、適切な支

援につなげます。また、生後１か月の乳児が受

診する１か月児健康診査の受診費用の一部を

助成します。 

こども保健福祉課 

乳幼児食教室の開催 乳幼児期の食生活を通じて、こどもの健やかな

成長を支援するため、保護者を対象に、離乳食

の進め方と調理方法についての講話を、対象児

の月齢に応じて行います。 

こども保健福祉課 

１歳６か月児健康診査 １歳６か月児を対象に健康診査を実施するこ

とにより、心身の問題を早期に発見し、適切な

支援につなげるとともに、生活や育児に関する

指導を行い、健康の保持及び増進を図ります。 

こども保健福祉課 

３歳児健康診査 ３歳児を対象に健康診査を実施し、心身の問題

を早期に発見するとともに、生活習慣の自立や

育児に関する指導を行い、健康の保持及び増進

を図ります。また、全ての受診児に屈折検査機

器を用いた視力検査を実施します。 

こども保健福祉課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

心理発達相談 各種健診・相談を通じて、発達の課題が疑われ

る幼児と育児不安を持つ保護者に対して、心理

発達相談員が発達検査や育児相談及び指導を

行い、必要に応じてこども発達支援課や専門機

関を紹介します。 

こども保健福祉課 

親子教室「ラッコ」、「イル

カ」 

各種健診・相談を通じて、発達の課題が疑われ

る幼児と育児不安を持つ保護者を対象に集団

指導を行います。 

こども保健福祉課 

1 歳（２歳）のバースデー

歯科教室 

生後 10 か月から１歳４か月未満及び、２歳か

ら２歳４か月未満の乳幼児と保護者を対象に、

虫歯予防の啓発と指導を行います。２歳児は希

望者にフッ化物塗布を実施します。 

こども保健福祉課 

幼児歯科健康診査 乳歯・永久歯の健全な育成・保持を図るため、

幼児と保護者を対象に、歯科医療機関でむし歯

予防の啓発と指導、幼児の健診を行います。 

こども保健福祉課 

妊産婦・乳幼児訪問指導 保健師や助産師が家庭訪問により相談に応じ、

必要な指導助言を行うとともに、関係機関と連

携して適切な支援を提供します。 

こども保健福祉課 

妊産婦・乳幼児相談（育児・

栄養・発育相談） 

妊娠期から出産、育児期に至るまでの様々な疑

問や不安等について、電話での相談やすくすく

ルーム等で来所相談を実施し、育児不安の早期

解消に努めます。 

こども保健福祉課 

育児相談（歯科相談） 妊産婦・乳幼児の口腔内の健康保持を図るた

め、歯科保健及び生活習慣等に関する相談・指

導を行います。 

こども保健福祉課 

子育て支援事業での育児

相談 

子育て支援センター及び保育園や幼稚園、こど

も園のあそぼう会、あそび会等に保健師や栄養

士が出向き、育児の相談を行います。 

こども保健福祉課 

こども家庭センターでの

母子保健に係る支援体制

の強化 

こども家庭センターにおいて、妊娠・出産から

子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体

制の強化・充実を図ります。 

こども保健福祉課 

助産施設利用者への支援 経済的な理由により、入院助産を受けることが

できない妊婦にかかる費用を支給し、入院助産

を受けることができるよう支援します。 

こども家庭課 

産前・産後期間の保険料免

除（国民健康保険） 

国民健康保険の被保険者が出産された場合、届

出により国民健康保険料（所得割と均等割）が

一定期間免除されます。 

保険年金課 

産前・産後期間の保険料免

除（国民年金） 

国民年金第 1 号被保険者が出産された場合、届

出により産前産後の国民年金保険料が一定期

間免除され、免除された期間は保険料を収めた

ものとして老齢基礎年金の受給額に反映され

ます。 

保険年金課 



83 

取組・事業 事業概要 担当課 

出産育児一時金の支給（国

民健康保険） 

国民健康保険の被保険者が出産された場合、出

産育児一時金を支給します。 

保険年金課 

未就学児に係る国民健康

保険料の減額措置 

国民健康保険被保険者の未就学児について、保

険料の均等割額を５割軽減します。 

保険年金課 

風しん抗体検査・予防接種

補助 

妊娠を予定または希望している女性やその同

居者、あるいは、妊婦の同居者のうち、希望者

に風しんの抗体検査を実施します。抗体価の低

い人には、風しんワクチン等接種公費助成を実

施します。 

健康づくり課 

かかりつけ医の推進・健康

相談等の周知 

病気やけがの際に受診したり、日常の健康相談

を受け持つかかりつけ医を持つことを勧める

とともに、急病や受診の判断に迷う場合などの

医療機関案内や相談機関の周知に努めます。 

保健企画課 

保健予防課 

こども保健福祉課 

幼児のためのアレルギー

健康相談 

アレルギー疾患のハイリスク児に対し疾病の

発症予防を図るため、集団指導や専門家による

個別指導を実施します。 

環境政策課 
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（２）成長の保障と遊びの充実 

 目指す姿 
 

幼児期の必要な教育・保育、子育て支援サービス等の環境が整っており、こどもや子

育て家庭の置かれている状況に配慮したこどもの育ちがひとしく保障されている。 

 

 施策の方向 

●保育士等の人材確保をはじめ、あらゆる待機児童対策を講じ、受け入れ枠の確保（待機児童

ゼロ）を目指します。  

●質の高い就学前教育・保育を提供するため、幼児教育センターを中心に、保育士や幼稚園教

諭、保育教諭の資質向上や人材育成を進めます。  

●保護者の就労形態の多様化や子育てをめぐる環境の変化に対応するため、病児保育や延長保

育、休日保育など多様な保育サービスを提供します。  

●幼稚園・保育園・こども園の施設の再編や適切な維持管理を行います。  

●園での遊びを小学校以降の生活や学びにつなげ、円滑な接続を進めます。  

●支援が必要なこどもの発達特性に応じた特別支援教育・保育を実施します。 
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 重点施策 

 

 保育士等人材確保事業 
 

担当課 保育幼稚園課 

目的 共働き家庭の増加等に伴い、保育ニーズの高まりが依然として続い

ているため、新たな保育士等人材の確保及び定着化に向けた支援に

取り組むことで保育環境の充実を図ります。 

事業内容 ・市独自の給与改善補助 

・保育支援者を配置した経費の補助及び公立園への用務員の配置 

・ＰＲパンフレットの作成やホームページの運用による周知啓発 

・保育団体の就職ガイダンスや高校生インターンシップ等の支援 

・継続勤務した保育士・保育教諭・幼稚園教諭に就労奨励金の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 利用定員を満たす保育士を確保するため、国県補助事業や本市の単

独事業を引き続き実施していくとともに、給与等の処遇のさらなる

改善や「働き方や休み方の改善」につながる新たな事業などの検討

を行い、一度離職した後でも安心して長く働くことができるような

労働環境の整備を支援していきます。また、取組の効果を高めるた

め、行政、各団体、養成校等の３者が連携・協力して保育人材の確

保に関する取組を進めていきます。 

 

  

保育士募集のＰＲパンフレット 
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 就学前教育・保育施設の再編 
 

担当課 保育幼稚園課 

目的 保育園・幼稚園・こども園における適正な受け入れ枠を設定します。 

事業内容 「四日市市認定こども園整備推進計画」（令和５年３月策定）に基づ

き、こども園への移行による就学前教育・保育施設の再編に取り組

みます。 

前期計画（令和５～11 年度）においては、公立幼稚園のこども園化

を進めるとともに、近隣保育園との統合や新園整備による再編を進

めます。また、私立園のこども園への移行を支援します。 

今後の方向性 今後、人口動態や就学前教育・保育ニーズの推移等を踏まえながら、

後期計画（令和 12～21 年度）の策定に向けた検討を進め、保護者が

多様な就学前教育・保育を選択できるよう、適正な需給バランスの

見通しに基づく施設再編に取り組んでいきます。 

 

 幼児教育推進事業 
 

担当課 保育幼稚園課 

目的 全市的な就学前教育・保育の質の向上を図ります。 

事業内容 幼児教育センターにおいて、体系的・計画的な研修体制の強化や専

門アドバイザー派遣によるアウトリーチ型の訪問を三重大学等と

連携して行い、年間を通じて継続的な支援を行います。また、「四日

市市就学前教育・保育カリキュラム」に基づく各園の実践的な取組

を推進し、小学校への円滑な接続につながる教育・保育内容の充実

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 研修事業の充実を図るとともに、訪問や相談支援のノウハウを蓄積

しながら幼児教育推進体制の確立を進めます。 
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 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

病児保育 こどもが病気の際に家庭での保育が困難な場

合に、医療機関に付設された病児保育室にて、

病気療養中のこどもを一時的に保育すること

で、安心して子育てができる環境整備を図りま

す。 

こども未来課 

延長保育 保育園、こども園において、保護者の多様化す

る勤務時間や通勤時間等に対応するため、11 時

間の開所時間の前後の時間帯で延長保育を実

施します。 

保育幼稚園課 

休日保育 保育園、こども園において、日曜日・祝日に勤

務する保護者の増加に対応するため、休日保育

を実施します 

保育幼稚園課 

質の高い就学前教育・保育

の提供 

幼児教育センターによる就学前教育・保育施設

に携わる職員を対象とした研修や園への訪問・

相談支援などを実施し、資質向上を図ります。

保護者もこどもも安心して過ごせる質の高い

就学前教育・保育を提供し、こどもの健やかな

成長を支えます。 

保育幼稚園課 

就学前教育・保育施設の維

持管理 

公立園については、公共施設アセットマネジメ

ント計画に基づく施設の改修工事や包括管理

業務委託による効率的な施設の維持管理を実

施します。 

また、私立園が実施する施設改修等に要する経

費の一部補助を行います。 

保育幼稚園課 

特別支援保育・教育の研修 特別な支援が必要なこどもへの多様な対応が

求められる中、実践交流、研究協議会、公開保

育を通して、保育士や幼稚園教諭、保育教諭の

専門的な知識の習得や園でのインクルーシブ

教育・保育の充実を図ります。 

保育幼稚園課 

特別支援保育体制の充実 公立園を中心に、支援が必要なこどもの受入

れ、一人ひとりの発達特性に応じた個別・具体

の保育及び支援を行い、各段階における成長･

発達を促進します。 

保育幼稚園課 

保育園や幼稚園での翻訳

や通訳の対応 

ポルトガル語やスペイン語等に対応できる指

導員、相談員、通訳等の職員を配置し、友だち

とのかかわりや、日本語で学ぶ力をつけるため

の指導を行います。 

保育幼稚園課 

中学校区での防災訓練（幼

保こ小中連携） 

各校園が連携し、日ごろから災害予防、避難方

法等について連携を深めるため、実状にあった

訓練を合同で実施します。 

指導課 

保育幼稚園課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

学びの一体化の推進（幼保

こ小連携） 

遊びを通した幼児期の学びを小学校以降の教

科を通した学びへと円滑につなげ、「確かな学

力」「健やかな成長」の伸長を図るため、各学校

区の特色、実態等を踏まえた指導体制の共通理

解、一体化を図ります。 

指導課 

保育幼稚園課 

英語指導員による外国語

活動 

英語の楽しさを体感させながら国際理解教育

の充実を図るため、公立園に英語指導員を派遣

します。 

指導課 
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４ 学童期・思春期 

 

（１）安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育 

 目指す姿 
 

こどもたちが志を持ち、未来を創っていけるよう、時代の変化に合わせながら「生き

る力」「共に生きる力」が育成できている。 

 

 施策の方向 

●学校教育に関しては、「四日市市学校教育ビジョン（令和４年１月策定）」に基づき、取組を

進めます。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

小規模校アシスト事業 学校規模等適正化計画において、検討対象校と

なった学校に対して教育の充実を図るため、実

践に基づく調査・研究を行います。 

教育総務課 

学びを支える教育施設の

整備 

教育環境の計画的な整備を図るとともに、多様

な学習活動への適応性、地域とともにある学校

づくり等に配慮した施設整備に努めます。 

教育施設課 

食育の推進 関係機関や学校・地域・家庭と連携した食育の

推進や学校給食の充実を図り、望ましい食習慣

や生活習慣の形成、こどもの健やかな発育・発

達を支援します。 

学校教育課 

こども未来課 

（青少年育成室） 

学校業務の適正化 業務改善が適切になされ、教職員が意欲的に働

くことができるよう、業務分担・教育活動の見

直し、校務及び教育活動のデジタル化の推進、

外部人材や専門スタッフの活用を図ります。 

学校教育課 

教職員のコンプライアン

ス意識の向上 

小中学校において、定期的にコンプライアンス

研修を実施し、体罰や不適切な指導の未然防止

に努めます。また、体罰・セクハラ調査を全児

童生徒を対象に実施し、児童生徒が安心・安全

に学校生活を送れるよう、事案防止の徹底を図

ります。 

学校教育課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

健康教育の推進 こどもたちが健康で安全な生活を自ら管理し、

改善していくための資質や能力を育成するた

め、関係機関と連携した健康教育を推進すると

ともに、健康課題に応じた取組の充実を図りま

す。 

学校教育課 

学校経営の充実 学校自己評価・学校関係者評価を実施し、評価

結果から学校教育活動や学校経営を検証し、改

善を図るなどカリキュラム・マネジメントを実

現します。 

学校教育課 

指導課 

教育総務課 

保育実習・職場体験活動

（幼保こ中連携） 

中学校家庭科における保育の体験実習及び中

学校職場体験学習を保育園や幼稚園、こども園

で実施します。 

指導課 

保育幼稚園課 

就学前から中学校卒業時

までの一貫した新教育プ

ログラムにおける学び 

新教育プログラムの６つの柱に基づいた就学

前から義務教育段階への系統的で一貫した学

びを進めます。 

指導課 

保育幼稚園課 

 

持続可能な社会を目指す

教育の充実 

四日市公害と環境未来館の見学を通して、四日

市ならではの環境学習を進め、「心豊かなよっ

かいち人」を育成します。 

指導課 

四日市公害と環境

未来館 

ＥＳＤ（持続可能な開発の

ための教育）の推進 

ＳＤＧｓの達成に向けて、日常生活の中でこど

もたちが隣り合わせている身近な課題を、地球

規模の課題と結び付けて自分事として考え、そ

の解決に向けて自ら行動を起こす力を身に付

けるため、カリキュラム・マネジメントを意識

したＥＳＤを推進します。 

指導課 

生命（いのち）の安全教育・

性教育 

児童生徒が性に対する正しい理解を基盤に、身

体的な成熟に伴う性的な発達に対応し、適切な

行動がとれるように指導・援助を行うために、

産婦人科医、助産師等の専門家を外部講師とし

て学校に派遣し、自己の行動に責任をもって生

きることの大切さや人権尊重の精神に基づく

男女相互の望ましい人間関係の在り方などを

結び付けて指導します。 

指導課 

学校教育による学力保障 小中学校において、こどもたちが自ら課題を見

つけ、考え、主体的に判断・行動し、よりよく

問題を解決できるよう、ＩＣＴを効果的に活用

しながら、個に応じた指導や対話的な学びを進

め、確かな学力の定着を図ります。 

指導課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

キャリア教育の推進 こどもたちや地域の実態等を踏まえ、毎年各中

学校区の「キャリア教育全体計画」を見直し、

発達段階に応じた系統的なキャリア教育を推

進します。また、四日市版キャリア・パスポー

トを有効に活用し、児童生徒自身が基礎的・汎

用的能力（４つの力）を意識できる授業、自己

の可能性や適性の自覚を促すキャリアカウン

セリングの充実を図ります。 

指導課 

言語活動の充実による読

解力・表現力の育成 

読解力向上について重点的に指導するととも

に、学校教育活動全体で読む・話す・書くとい

った言語活動の充実を図り、「文章を正確に理

解し、適切に表現する資質・能力」を育成しま

す。 

指導課 

主体的・対話的で深い学び

の実現 

「主体的・対話的で深い学び」を実現するため

に、「問題解決的な授業づくりのための５つの

プロセスに基づいた学習」（四日市モデル）によ

り、個性を生かし多様な人々と協働して問題を

解決していく授業を推進します。 

指導課 

筋道立てて説明できる論

理的思考力の育成 

問題解決的な学習の中で、「考えるための技法

（思考スキル）」を意識し、「課題づくり」「思考

ツール」「表現モデル」を活用した授業づくりを

推進します。 

指導課 

生徒指導の充実 問題行動等の未然防止、早期発見、早期対応を

目指して、生徒指導や教育相談の充実を図りま

す。また、基本的な生活習慣や規範意識を身に

付け、主体的・自律的に活動する力（自己指導

能力）などを育むことにより、円滑な集団生活

や社会生活を築くことができるこどもを育成

します。 

指導課 

体力・運動能力の向上 生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資質・

能力の基礎を身に付けるためや、運動好きのこ

どもを育てるための授業改善や主体的に運動

に親しむことができる環境づくりを進めます。 

指導課 

地域と協働した学校づく

り（コミュニティスクー

ル） 

地域人材の活用や地域関係団体からの支援が

組織的・継続的に行われるような体制づくりに

取り組み、保護者・地域住民の参画の意識を醸

成しながら、「地域とともにある学校づくり」の

推進及び教職員の意識改革を図り、協働して学

校運営や教育活動の充実を図ります。 

指導課 



92 

取組・事業 事業概要 担当課 

道徳教育の充実 「考え、議論する道徳」の実践研究、授業にお

ける指導方法の工夫・改善及び教育活動全体を

通じた道徳教育の推進を図ります。また、各学

校において、道徳教育全体計画を作成し、様々

な教科等と関連付けた道徳教育を計画的に実

施します。さらに、家庭や地域の題材を生かし

たり、地域の人や保護者の参加や協力を得たり

して道徳教育を推進します。 

指導課 

読書活動の充実 読書活動推進校を指定し、特色ある読書活動の

推進を図るとともに、その取組をホームページ

等に掲載し、読書活動を通して、児童生徒が本

と出会い、主体的に本に関わる姿勢を育てま

す。また、全小中学校に専門知識を有する司書

を配置（週１日以上）し、学校図書館の活性化

及びこどもたちへの読書指導の充実を図ると

ともに、学校図書館と市立図書館の連携を充実

させこどもたちが本に親しむ機会をつくりま

す。 

指導課 

日本語指導が必要なこど

もへの指導の充実 

外国人児童生徒が日本語力や学力を身に付け、

主体的に進路を切り拓くことができるよう、日

本語の初期適応指導、学力・進路保障及び教育

相談等の指導体制の強化・拡充を図ります。ま

た、日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍

する小中学校の要請に応じて、適応指導員を配

置します。 

指導課 

防災・安全教育の推進 学校安全計画及び防災教育計画に基づき、各学

校が安全や防災への知識や実践力を高める指

導が行えるよう、地域や関係機関と連携した防

災訓練や防犯教室、交通安全教室等の取組や、

通学路の危険箇所の確認や登下校指導等を推

進します。 

指導課 

学びを支える指導体制の

充実 

少人数によるきめ細やかな指導や小学校高学

年一部教科担任制による指導、一人ひとりに応

じた指導の体制の充実を図り、少子化に対応し

た活力ある学校づくりを推進します。 

指導課 

四日市の資源を生かした

教育の推進 

四日市ならではの歴史・文化・自然といった地

域資源及び高度なものづくり産業を教育に生

かすことにより、ふるさと四日市に誇りと愛着

を持ち、グローバル化する社会の一翼を担う人

材を育成するための教育を推進します。 

指導課 

教育支援課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

ＩＣＴ活用による情報活

用能力の育成 

情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用し

て、問題を発見・解決したり自分の考えを形成

したりしていくため、コンピュータの基本的な

操作の習得やプログラミング的思考、情報モラ

ル等に関する資質・能力等の向上を図ります。 

教育支援課 

教職員の資質・能力の向上 高い専門性や柔軟な発想、多様な指導技術と深

い児童生徒の理解を持った教職員を育成する

ために、教職経験年数（ライフステージ）や職

務に応じた資質能力の向上を目的とした教職

員研修の充実を図ります。 

教育支援課 

情報モラル教育の充実 ＩＣＴのよき使い手・よき社会の担い手へと育

てるため、デジタル・シティズンシップ教を学

ぶ教職員研修、ネットモラル・セキュリティ研

修を実施します。 

教育支援課 

特別支援教育の推進 障害があっても合理的配慮のもとで共に学ぶ

というインクルーシブ教育の推進に向けて支

援体制の充実を図ります。また、特別な教育的

支援が必要なこどもたち一人ひとりの教育的

ニーズを把握し、その持てる力を最大限まで高

めるため、適切な指導及び必要な支援を行いま

す。 

教育支援課 

１人１台端末やデジタル

教科書の導入 

1 人 1 台学習用タブレット端末と小中学校のイ

ンターネット環境を一体的に整備し、「個別最

適な学び」と「協働的な学び」の実践により、

こどもたちに令和の新時代を生き抜く力を育

みます。 

教育支援課 

こどもよっかいちＣＯ２ダ

イエット作戦 

地球温暖化の大きな要因となっている二酸化

炭素（ＣＯ２）の削減に向け、市内企業の講師が

小中学校を訪問して企業や行政が取り組んで

いる環境保全の取組を紹介し、こどもたちが普

段の生活で何ができるかなどを考える環境教

育の授業を実施します。 

環境政策課 

ごみ収集車を用いた小学

校での出前講座の実施 

３Ｒ活動への意識向上を高めるため、「ごみの

減量」及び「ごみの適正処理」について説明し、

ごみ収集車の見学に加えて実際にごみを投入

する作業を体験します。 

生活環境課 

ごみの発生抑制の推進 四日市市クリーンセンターにおいて、小学４年

生を対象に社会見学の受入れを行い、児童が楽

しく学習を進めることができるよう支援しま

す。 

環境事業課 
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（２）こどもの居場所づくり 

 目指す姿 
 

全てのこどもが、安全に安心して過ごせる多くの居場所を持つことができ、多様な

学びや体験の機会が創出されている。 

 

 施策の方向 

●学校や地域、民間団体などと連携し、多様なこどもの居場所づくりを進めるとともに、安定

的で質の高い居場所づくりのサポートを行います。  

●こどもが放課後に安全で、安心して過ごせる学童保育所を支援します。  

●部活動やコミュニティスクールなど学校と地域が連携しながら、多様な居場所を創出します。  

●児童館などの居場所となり得る施設において、こどもが「居たい、行きたい、やってみたい」

と思える居場所づくりを進めます。 
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 重点施策 

 

 こどもの居場所づくり 
 

担当課 こども未来課、指導課 

目的 学校や地域、民間団体と連携しながら、こどもの居場所を設け、こ

どものウェルビーイングを実現します。 

事業内容 ・こどもの居場所づくり事業費補助金 

こども食堂や学習支援など居場所づくりに関する事業を実施す

る団体に対し、その事業に要する経費の一部を補助します。 

・こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業 

こどもの居場所を運営する団体のサポートや質の向上を図ると

ともに、団体間の意見交換の場を設け、相互連携などを進めます。 

・多様なこどもの居場所づくり実証事業 

既存施設を活用した居場所づくりの実証事業を行い、こどものニ

ーズに応じた居場所の創出を検証し、事例の展開を図ります。 

・コミュニティスクール等地域による学習支援・体験活動 

コミュニティスクールと地域住民などが連携し、学習支援や体験

活動など多様な居場所の創出を図ります。 

・こどもや親子が安心して活動や交流などができる拠点的な施設の

拡充も視野に入れた検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 こどものニーズに応じた多様な居場所づくりを進めるため、事業を

通してこどもの意見を聴き取りながら、「こどもの居場所づくりに

関する指針（こども家庭庁）」に沿って、検証・改善を行います。 
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 学童保育所への支援 
 

担当課 こども未来課 

目的 保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に、適切な遊びや生

活の場を提供し、健全な育成を図ります。 

事業内容 ・こどもたちが安全・安心な環境で放課後を過ごすことができるよ

う、学校施設をはじめ、学校周辺の公共施設の利活用を推進する

とともに、利用児童数の増加に対応した受け入れ枠拡大の支援の

充実を図ります。 

 

・学童保育所指導員の研修体制の充

実により保育の質を向上するとと

もに、指導員の処遇改善を行い、人

材を確保します。 

・学童保育所を運営する地域の運営

委員会の負担軽減を図ります。 

今後の方向性 少子化が進む中でも学童保育所の利用ニーズは高まりをみせてお

り、民設民営で運営されている学童保育所において、個々の運営委

員会が抱える課題に対し、きめ細やかな支援を行っていきます。 
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 部活動サポート事業 
 

担当課 指導課 

目的 こどもの自主的で多様な学びや成長の場であった部活動の教育的

意義を継続できるよう、学校と地域が連携しながらこどもが主体的

にスポーツや文化芸術活動を選択し、参加できる場を確保していき

ます。 

事業内容 こどもが将来にわたりスポーツや文化芸術活動に主体的に関わる

ことができるよう、中学校の休日部活動の地域移行を目指します。 

各種目の競技団体等による中学生のスポーツ・文化芸術活動の保障

の取組である「拠点型活動」と、総合型地域スポーツクラブと中学

校との連携である「指導業務委託」により、休日の中学生の活動の

場づくりを進めます。 

今後の方向性 部活動のあり方について、「部活動のあり方検討会」を中心に、スポ

ーツ課・文化課等と連携しながら、学校の部活動だけでは対応でき

ない多様なニーズに応じたスポーツ・文化環境の拡充を図ります。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

児童館事業 こどもの健全な遊びや体験活動を提供し、個別

的・集団的に指導や援助を行い、こどもの心身

ともに健やかな育成を図ります。 

こども未来課 

移動児童館事業 児童館のない地域を中心に市内各地へ出向き、

子ども会・ＰＴＡ・こどもに関わる活動団体等

に対して遊びの指導や遊具貸出を行います。 

こども未来課 

子ども広場整備事業 こどもの遊び場を整備する地域の活動に対し

て、こどもや親子が安心して利用できるよう支

援します。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

新図書館整備事業 新図書館を居心地の良い図書館とするため、

様々な意見を聴取します。出された意見を参考

としながら新図書館の設備やサービス等を検

討します。 

政策推進課 

図書館 

「地域のつながり」強化事

業 

こどもの居場所を含む、多様な居場所の担い手

同士のネットワークづくりを通じて、「居場所」

の見える化と「居場所づくり」の活性化を図り

ます。 

福祉総務課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

歴史的資源、文化財を生か

した学習 

「旧四郷村役場」や「くるべ古代歴史館」にお

いて、こどもが郷土史を学ぶことによって、本

市の魅力を体感し、郷土への愛着や誇りの醸成

につながるよう、質の高い社会教育の場を提供

します。 

文化課 

博物館事業 四日市の歴史を紹介することにより、郷土を大

切にする心を育み、豊かな個性を育めるよう、

多彩な内容を学習できる機会を作るため、博物

館の常設展については、無料とし、特別展など

の展覧会については、中学生以下の観覧料を無

料とします。 

博物館 

地域と学校の連携・協働体

制構築事業 

教育的に不利な環境のもとにあるこどもたち

に対して、教員経験者や地域住民、学生等が中

心となって行う学習支援活動（地域子ども教

室）を支援します。 

人権・同和教育課 
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（３）成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 

 目指す姿 
 

こどもが社会を担う一員として、将来を見据え、主体的に知り、学ぶことができる環

境が整っている。 

 

 施策の方向 

●社会の問題を自分事として捉え、課題解決に向けて、自ら考え、判断できるように、主権者

教育を推進します。 

●様々な仕事などに触れ、自らのライフデザインを描けるよう、インターンシップや職場体験

等のキャリア教育を推進します。  

●国際交流や地方政治などへの関心を高めるなど、多様な価値観や考えに触れる機会を設けま

す。  

●自ら判断し、行動できる成年年齢を迎えた際に、正しい生活習慣を送ることができるよう食

育などの講座を開催します。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

交換学生・教師の相互派遣

（トリオ） 

姉妹都市であるアメリカロングビーチ市と隔

年相互に高校生２人と教師を夏期に派遣し、一

般家庭でホームステイを行いながら、市民との

交流を行います。 

秘書国際課 

インターンシップの受入 高校生の職業意識の向上のための就業体験の

機会を提供するとともに、行政分野の業務内容

を理解させ、社会人としての責任感や自立心を

醸成するため、高等学校からの申し出により、

インターンシップを実施します。 

職員研修所 

高校生の食育教室 基本的な生活習慣等を確立する重要な時期で

ある高校生を対象に、望ましい食生活について

学べる講義を行います。 

健康づくり課 

食育講座の開催 「食」に関する知識と「食」を選択する知恵を

農作業や加工調理を通じて身に着け、健全な食

生活を実践することができる力を育みます。 

農水振興課 

（農業センター） 

高校生地球環境塾 中国天津市、アメリカロングビーチ市及び四日

市市の高校生が集い、地球規模の環境問題をテ

ーマに議論や交流を重ねることで、次世代を担

う国際的な環境人材を育成します。 

環境政策課 
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取組・事業 事業概要 担当課 

主権者教育 国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら

考え、自ら判断し、行動できるように、教科横

断的に主権者教育を推進します。 

指導課 

職場体験学習 キャリア教育の一環として実際の職場で仕事

を体験し、学校では学ぶことができないような

働くことの意義や苦労を学ぶことにより、児童

生徒の個性の伸長、望ましい職業観、ひいては

「生きる力」を育みます。また、学校、家庭、

地域社会が一体となって直接児童生徒を指導

することで、「地域のこどもは地域で守り育て

る」という気運を高めます。 

指導課 

プレ社会人セミナー 総合的な学習の時間や特別活動における体験

活動、現代的な諸課題についての学習活動等で

ゲストティーチャーを招き、勤労観・職業観の

醸成や社会参画意識を高めます。 

指導課 

高校生議会 本会議や委員会など模擬議会の体験を通じて、

未来を担うこどもたちに地方政治に興味を持

ってもらい、地方政治への関心の向上を図ると

ともに、こどもたちの意見を聴取し、今後の市

政の参考とします。 

議事課 
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（４）いじめ防止 

 目指す姿 
 

市と教育委員会などが連携し、いじめ防止と認知、早期の対応が図られ、いじめは許

されないという意識が徹底されている。 

 

 施策の方向 

●いじめの積極的な認知を進めるとともに、スクールソーシャルワーカーや市、教育委員会な

どの関係機関が連携して、問題解決に向けた相談支援や継続的な支援・対応を行います。  

●こどもがいじめを自分事として捉え、主体的に関わることでいじめを許さない環境づくりを

進めます。  

●いじめや人間関係、非行などに関するこどもやその家庭の悩み相談を実施します。 

 

 重点施策 

 

 「チーム学校」推進事業 
 

担当課 指導課 

目的 いじめなどの問題行動の未然防止や早期発見、早期対応を目指し、

生徒指導や教育相談の充実を図ることにより、こどもが安心して過

ごせる環境を整えます。 

事業内容 こどもを取り巻く課題が複雑化する中、スクー

ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラ

ー、スクールロイヤーといった専門職における

支援を結集し、連携して課題解決にあたり、こ

どもや家庭への支援を促進します。 

様々な思いや背景のあるこどもやその保護者

の緊急的な相談に対応するため、「ハートサポ

ーター」を派遣し、心のケアに努めます。 

学校内で起こる様々な生徒指導上の問題に対

して、法的根拠に基づき、学校へ的確な助言を

するスクールロイヤーの積極的な活用を推進します。 

今後の方向性 いじめなどの問題行動に対し、スクールソーシャルワーカー、スク

ールカウンセラー、スクールロイヤーなどの専門職が連携して課題

解決にあたり、こどもやその家庭への支援を促進します。さらに困

難な事案にはより法的、福祉的、心理的な側面からより専門的なチ

ームを組み問題の解決を図る体制作りを進めます。 
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 いじめ防止に向けた取組の推進 
 

担当課 指導課 

目的 「四日市市いじめ防止基本方針」のもと、全てのこどもが安全・安

心な生活が送れるよう、いじめを許さない環境づくりを進めます。 

事業内容 こどもが安全、安心して学校生活を送れるよう、いじめの積極的認

知、早期対応、早期解決を図ります。また、児童生徒がいじめを自

分たちの問題として捉え、主体的に関わることでいじめを許さない

環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 引き続き各校において、こどもが主体となって、いじめを許さない

環境づくりを進めていきます。 

全校児童生徒が利用できるＳＮＳ相談アプリや、オンライン上での

いじめ調査を効果的に活用し、いじめの早期発見・早期対応を図り

ます。 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

青少年とその家庭の悩み

相談 

学校外でのいじめ・生活・友人関係・問題行動・

非行等に関する青少年やその家庭の悩み相談

を行います。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

地域の青少年相談員によ

る相談 

学校や関係行政機関、地域の青少年育成団体が

連携し、継続して指導が必要なこどもやその家

庭への相談、助言、指導を行います。 

こども未来課 

（青少年育成室） 

  

ＳＮＳ相談アプリ「ＳＴＡＮＤＢＹ」 

ピンクシャツ運動の様子 

いじめ防止のぼり旗 
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（５）不登校のこどもへの支援 

 目指す姿 
 

こどもが安心して教育を受けられる学校環境を整えるとともに、不登校児童生徒に

対して、多様で適切な教育機会を活用した社会的自立への支援が行われている。 

 

 施策の方向 

●登校サポートセンターを核とした不登校児童生徒の社会的自立を目指した支援の充実を図

ります。 

●こどもの意思を尊重した多様な教育機会を確保します。 

 

 重点施策 

 

 不登校児童生徒への支援 
 

担当課 教育支援課 

目的 児童生徒が安心して教育を受けられる学校環境を整えるとともに、

不登校児童生徒に対して、登校サポートセンターや校内ふれあい教

室、自宅におけるＩＣＴ活用等、多様で適切な教育機会を活用した

社会的自立への支援を行います。 

事業内容 登校サポートセンターを核とし、全小中学校に登校サポート教員を

配置し、登校サポート委員会の機能を高める取組を進めます。 

また、全中学校に居場所及び学習の場となる校内ふれあい教室を設

置し、不登校児童生徒支援体制の充実・強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 小学校に校内ふれあい教室のモデル校を設置することで、不登校児

童生徒支援体制のさらなる充実・強化を図ります。 

 
  

登校サポートセンター       校内ふれあい教室 
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５ 青年期 

 

（１）就労支援・雇用と経済的基盤の安定のための取組や、結婚を希望する人

への支援・結婚に伴う新生活への支援 

 目指す姿 
 

若者が将来の夢や希望を抱き、自らの決定により、職業や進学、結婚などのライフデ

ザインの選択を行うことができる。 

 

 施策の方向 

●若者の状況や悩みに応じた就労に関する支援を行います。  

●若者が結婚等に希望を見出し、行動できるよう出会いの機会の創出等に取り組みます。  

●子育て・若年夫婦世帯の転入や住み替えを支援します。 
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 重点施策 

 

 若者の就労に係る支援 
 

担当課 商業労政課 

目的 働くことに悩みを抱える若者の職業的自立を支援します。 

事業内容 働くことに悩みを抱える若者の職

業的自立を支援するため、雇用対

策協定に基づき、三重労働局と連

携して、就労支援を実施します。 

北勢地域若者サポートステーショ

ンが行う、講座や臨床心理士によ

る相談などへの支援を行い、市内における若者の安定的な就業を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 三重労働局をはじめとした関係機関との連携や北勢地域若者サポ

ートステーションへの支援を継続し、働くことに悩みを抱える若者

の職業的自立を支援していきます。 
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 マリッジサポート事業 
 

担当課 こども未来課 

目的 若者の結婚に対する機運を醸成するとともに、結婚を希望する独身

の人を対象とした出会いの機会を設けます。 

事業内容 ・結婚を希望する独身の人を対象とした出会いの機会の創出 

参加者同士が十分に交流でき、出会いのきっかけとなるようなイ

ベントを開催します。 

・結婚サポートガイダンスや相談対応 

結婚・婚活に自信を持って前向きに取

り組むことができるようイベント参

加者向けのガイダンスやＳＮＳ等を

活用し、結婚に関する相談支援を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

※結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくも

のであり、個々人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレ

ッシャーを与えたりすることがあってはならないことに留意

して事業を実施します。 

今後の方向性 若者の結婚に対する機運を醸成するとともに、結婚を希望する人に

対し、出会いの機会や相談支援の充実を図ります。 

 

 

 主な事業 

 

取組・事業 事業概要 担当課 

結婚祝金の給付 結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援すると

ともに、その定住を促すため、結婚祝金を給付

します。 

こども未来課 

働く女性、働きたい女性の

ための相談 

働く女性や働きたい女性を対象に、仕事に関す

る様々な悩みについて、キャリアカウンセラー

が相談対応や情報提供等の支援を行います。 

男女共同参画課 

高校生支援プログラム 高校生を世帯員にもつ生活保護家庭に対し、通

学や就職等に関する支援を行い、当世帯の自立

助長を図ります。 

保護課 

ＳＮＳを活用した相談支援 
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取組・事業 事業概要 担当課 

若者交流イベントの開催 若者世代を中心に交流の場を創出することで

本市に愛着と誇りを持ち、交流人口の増加を図

るため、若者を中心に交流を促進し、シティプ

ロモーションに寄与することを目的にしたイ

ベントを開催します。 

観光交流課 

求職者資格取得助成金 市が指定する資格または免許を取得した求職

者に取得費用の一部を助成することにより就

業を支援します。 

商業労政課 

雇用対策協定 三重労働局と雇用対策協定を締結し、事業計画

（障害者、生活困窮者、若年者、女性、高年齢

者、外国人などの就労に困難を抱える人への就

労支援）の策定及び実施状況の評価を行いま

す。 

商業労政課 

子育て・若年夫婦世帯の近

居支援補助金及び住み替

え支援補助金 

子育て・若年夫婦世帯の転入や住み替えを支援

することにより、空き家等の有効活用を図ると

ともに、子育て環境の充実と定住の促進を図る

ため、補助金を支給します。 

都市計画課 

三世代同居等支援補助金 子育て及び介護環境の向上と定住の促進を図

るため、親世帯または子世帯いずれかが所有す

る一戸建て住宅の改修・改築・増築・建替え費

用の一部を補助します。 

都市計画課 
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第５章 計画の推進にあたって 

１ 計画の数値目標と指標 

計画の推進にあたっては、以下のとおり指標等を設定し、進捗管理を行っていきます。 

 

No. 指標等 基準値 
目標値 

（令和 11 年度） 

１ こどもの意見を聴き取った件数 ― 100 件 

２ 

「自分には、よいところがあると思いますか」

の肯定的な回答の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小学校 81.5％ 

中学校 82.8％ 

（令和５年度） 

小学校 85％ 

中学校 85％ 

３ 

「将来の夢や目標を持っていますか」の肯定的

な回答の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小学校 80.1％ 

中学校 70.9％ 

（令和５年度） 

小学校 85％ 

中学校 75％ 

４ 
生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学

率 

95.7％ 

（令和５年度） 

市内の高等学校

進学率と同等 

５ 発達に心配のあるこどもの相談件数 
1,068 件 

（令和５年度） 
1,250 件 

６ 児童虐待相談対応件数 
492 件 

（令和５年度） 
516 件 

７ 
子育て支援センター及び児童館・移動児童館、

こども子育て交流プラザ利用者数 

195,621 人 

（令和５年度） 
224,087 人 

８ 出生数 
1,968 人 

（令和５年） 
2,000 人 

９ 待機児童数 
72 人 

（令和６年４月１日） 
０人 

10 幼児教育アドバイザーによる園訪問支援回数 
334 回 

（令和５年度） 
350 回 

11 こどもの居場所関連事業延べ参加者数 
9,971 人 

（令和５年度） 
20,000 人 

12 
いじめや差別は絶対にいけないと思うこどもの

割合（四日市市学校教育白書） 

95％ 

（令和５年度） 
95％ 

13 出会いの機会となるイベント延べ申込者数 
301 人 

（令和５年度） 
400 人 

14 

子育て支援の充実についての満足度（不満、非

常に不満と回答した割合の合計） 

（市政アンケート） 

15.3％ 

（令和５年度） 
12％ 
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２ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、地域、学校、行政をはじめ、こどもに関わる様々な機関が連携し

て「こどもまんなか社会」を実現するという目的を共有し、こどもの権利や意見の重要性、こど

も・若者や子育て当事者の支援に理解を深め、それぞれの役割を果たすことが必要です。 

そのため、本計画に基づき、家庭や地域、教育・保育をはじめとした事業関係者、企業、行政

などが相互に連携・協働しながら、施策を推進していきます。 

 

 

３ 計画の点検及び評価 

計画の着実な推進を図り、実行性のあるものとするため、こどもの意見を聴く機会を設け、施

策の改善・見直しを検証します。また、こども・若者や保護者、こども・子育て支援に関する事

業に従事する者、教育・保育事業関係者、学識経験者などから構成される「四日市市こども会議

（仮）」において、毎年度、計画の実施状況について点検・評価し、計画的な進行管理と施策の

改善を図っていきます。 

 

 

 

  

 

Plan 

Do Check 

Action 

計画の策定 

実施状況の 
点検・評価 

計画に定めた 
施策の実施 

改善・見直し 
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第６章 第３期四日市市子ども・子育て支援事業計画 

１ 量の見込みと確保方策の設定にあたって 

本章では、「子ども・子育て支援法」に基づき、国が示す基本指針に即して、５年を１期とす

る「市町村子ども・子育て支援事業計画」を定めます。本市の「第２期四日市市子ども・子育て

支援事業計画」に続く、「第３期四日市市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、こども・子

育てに必要とされる各主要事業の量の見込みや、その提供体制の確保方策及び実施時期を示し

ます。 

 

（１）事業の提供区域の設定 

国が示す基本指針では、市町村は量の見込みと確保方策を設定する単位として、地理的条件、

人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するため

の施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、地域の実情に応じて、保護者やこども

が居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」という。）を定める

必要があるとしています。「第２期計画」では、市域を３ブロックに分けるなどし、提供区域の

設定を行ってきましたが、教育・保育施設の整備が一巡したことや、利用者の選択肢が居住区域

の周辺に限定されない状況が生じていることから、「第３期計画」では、少子化を見据え、必要

利用定員の総数に対し、確保方策を弾力的に実施するため、市全域を１つの教育・保育提供区域

と設定します。また、地域子ども・子育て支援事業についても、同様に市全域を１つの提供区域

と設定します。 
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（２）「量の見込み」と「確保の方策」の考え方 

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、「教育・保育」及

び「地域子ども・子育て支援事業」について、「量の見込み」と「確保の方策」を定めることに

なっています。 

本計画においては、次の要領で「量の見込み」と「確保の方策」を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

量の見込み算出方法 

将来の児童人口を推計 

各事業の利用実績等 

アンケート調査結果等による 

潜在的なニーズの勘案 

教育・保育の量の見込み 

（必要利用定員総数） 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

（目標事業量） 

＜認定区分ごとに定める＞ 

◇１号認定 … ３歳以上の 

幼稚園やこども園 

 

◇２号認定 … ３歳以上の 

保育園やこども園 

 

◇３号認定 … ３歳未満の 

保育園やこども園、 

        地域型保育事業所 

(1) 延長保育事業 

(2) 一時預かり事業 

(3) 乳児等通園支援事業 

(4) 地域子育て支援拠点事業 

(5) 子育て短期支援事業 

(6) 病児保育事業 

(7) 子育て援助活動支援事業 

(8) 放課後児童健全育成事業 

(9) 利用者支援事業 

(10)妊婦健康診査 

(11)乳児家庭全戸訪問事業 

(12)産後ケア事業 

(13)妊婦等包括相談支援事業 

(14)養育支援訪問事業 

(15)子育て世帯訪問支援事業 

(16)親子関係形成支援事業 

(17)実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 (18)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

 

確保の方策 

（提供体制の確保の内容） 

確保の方策 

（提供体制の確保の内容） 
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（３）人口推計 

量の見込みを算出するにあたり、過去の男女別・年齢別人口の動態に基づいて推計を行いま

した。なお、推計方法は、最も一般的な手法であり、正確な推計が可能と考えられる「コーホー

ト変化率法」を採用しています。 

（グラフ：2023 年以前は実績、2024 年以降は推計） 

 

図表：四日市市の人口推計 

 

 

図表：四日市市の人口推計（０～14 歳まで） 

 

 人口推計の結果、少子化により、人口減少が進むと推計され、０～14 歳までの児童数が今

後５年間で約 10％減少すると予測されます。 

  

39,726 39,188 38,617 37,819 37,164 36,256 35,447 34,610 33,805 32,996 32,236 31,653 

86,064 85,881 85,034 84,360 84,528 83,313 82,760 82,499 82,066 81,828 81,336 80,689 

105,818 106,220 106,210 106,085 106,322 106,151 106,058 105,593 105,129 104,205 103,413 102,298 

39,552 38,900 39,189 38,581 36,436 34,868 33,549 32,770 32,565 32,763 33,130 33,968 

40,271 41,338 41,560 42,493 44,302 46,046 47,398 48,231 48,529 48,608 48,481 48,140 

311,431 311,527 310,610 309,338 308,752 306,634 305,212 303,703 302,094 300,400 298,596 296,748 

0

50,000

100,000

150,000

200,000
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300,000

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

０～14歳

7,256 7,073 6,804 6,700 6,460 6,301 6,057 5,851 5,801 5,759 5,713 5,666 

7,633 7,510 7,450 7,156 7,033 6,706 6,602 6,356 6,232 5,992 5,786 5,738 

8,145 8,010 7,766 7,631 7,506 7,414 7,110 6,965 6,676 6,572 6,328 6,205 

8,188 8,215 8,166 8,139 8,004 7,722 7,603 7,483 7,405 7,102 6,957 6,670 

8,504 8,380 8,431 8,193 8,161 8,113 8,075 7,955 7,691 7,571 7,452 7,374 

39,726 39,188 38,617 37,819 37,164 
36,256 35,447 34,610 33,805 32,996 32,236 31,653 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
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(人）
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９～11歳

６～８歳

３～５歳

０～２歳
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２ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

①利用実績の推移 

〔１号認定：幼稚園・こども園教育利用の実績の推移〕（各年度５月１日時点） 

 年齢 R2 R3 R4 R5 R6 

満 3・3・4・5 歳児 3,595 3,511 3,251 3,132 2,897 

      

施設数（園） 36 36 36 39 47 

 

〔２号認定：３歳以上の保育園・こども園保育利用の実績の推移〕（各年度４月１日時点） 

 年齢 R2 R3 R4 R5 R6 

3 歳児 1,183 1,143 1,142 1,173 1,110 

4 歳児 1,196 1,251 1,179 1,202 1,238 

5 歳児 1,135 1,225 1,246 1,191 1,208 

全体 3,514 3,619 3,567 3,566 3,556 

      

施設数（園） 55 54 54 54 55 

 

〔３号認定：３歳未満の保育園・こども園保育利用の実績の推移〕（各年度４月１日時点） 

 年齢 R2 R3 R4 R5 R6 

0 歳児 223 206 190 238 202 

1 歳児 843 867 814 846 838 

2 歳児 1,025 1,023 1,044 1,009 1,068 

全体 2,091 2,096 2,048 2,093 2,108 

      

施設数（園） 76 75 75 75 76 

 

〔待機児童数の推移〕（各年度４月１日時点） 

年齢 R2 R3 R4 R5 R6 

0 歳児 0 0 0 0 3 

1 歳児 0 0 0 0 43 

2 歳児 0 0 0 0 13 

3 歳児 0 0 0 0 12 

4 歳児 0 0 0 0 1 

5 歳児 0 0 0 0 0 

全体 0 0 0 0 72 
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② 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 

注）１号認定の下段〔 〕内の数字は、新２号認定の量の見込みを内数で表示。 

 

③ 提供体制の確保内容の考え方と 

教育・保育の一体的な提供及び推進体制の確保                          

（ア）現状の分析 

本計画策定年度である令和６年度においては、６年ぶりに年度当初の待機児童が発生し

ました。令和６年４月１日時点の待機児童は 72 人で、内訳としては、81.9%が０～２歳の

低年齢児です。これは、少子化によってこどもの数が年々減っているものの、共働き世帯

の増加が続き、特に０～２歳の低年齢児の保育ニーズが高まっているためと分析できます。 

さらに、72 人の待機児童は地域に偏りなく分布していることから、一部地域で保育需要

に偏りが生じている状況ではありません。 

また、令和６年度当初における市全体での保育認定枠（２号認定・３号認定）の利用定

   令和７年度  令和８年度 

            

 １号 ２号 ３号  １号 ２号 ３号 

3･4･5 歳 3･4･5 歳 ０歳 １･２歳  3･4･5 歳 3･4･5 歳 ０歳 １･２歳 
Ａ量の見込み（必要利用定員総数） 
〔注：１号認定の下段は下記参照〕 

2,823 
〔714〕 

3,516 221 1,913 
 

2,629 
〔691〕 

3,476 230 1,868 

Ｂ提供体制の確保の内容 4,511 3,791 454 2,053  4,165 3,825 449 2,048 

 

 幼稚園 350     70    
 幼稚園＋一時預かり（預かり保育) 3,585     3,345    
 保育園  1,868 212 962   1,644 184 858 
 こども園 576 1,888 174 822  750 2,146 197 921 
 こども園（鈴鹿市）  35 4 17   35 4 17 

 地域型保育事業   64 252    64 252 

Ｂ－Ａ 1,688 275 233 140  1,536 349 219 180 

           
 
 

令和９年度  令和 10 年度  令和 11 年度 

              
１号 ２号 ３号  １号 ２号 ３号  １号 ２号 ３号 

3･4･5 歳 3･4･5 歳 ０歳 １･２歳  3･4･5 歳 3･4･5 歳 ０歳 １･２歳  3･4･5 歳 3･4･5 歳 ０歳 １･２歳 
2,508 

〔697〕 
3,489 238 1,904 

 
2,327 

〔678〕 
3,436 245 1,943 

 
2,169 

〔665〕 
3,391 251 1,980 

4,060 3,882 452 2,068  4,060 3,882 452 2,068  4,060 3,882 452 2,068 

70     70     70    
3,165     3,165     3,165    

 1,644 184 858   1,644 184 858   1,644 184 858 

825 2,203 200 941  825 2,203 200 941  825 2,203 200 941 
 35 4 17   35 4 17   35 4 17 
  64 252    64 252    64 252 

1,552 393 214 164  1,733 446 207 125  1,891 491 201 88 

（人） 
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員数は 6,224 人と、申込児童数 5,943 人を上回っており、利用定員に空きが生じているこ

とから、市内で施設が不足しているわけではなく、公立園や一部の私立園において、保育

士を充分に確保できれば、受け入れ園児数を増やすことができます。 

こうしたことから、待機児童が発生した原因は、より多くの保育士の配置が必要となる

低年齢児の申込み増加などによって、保育士が不足したことが主な要因であると分析でき

ます。 

一方で、３歳以上については、３歳児の２号認定で若干の待機児童が発生したものの、

１号認定・２号認定とも利用希望者数に対して、施設面・人材面とも提供体制が確保され

ている状況と捉えています。 

 

（イ）今後５年間の量の見込みについて 

０～２歳（３号認定）の低年齢児の量の見込みについては、今後も引き続き増加する見

込みとなっています。 

一方で、３歳以上（１号認定・２号認定）の量の見込みについては、どちらも減少傾向

であり、特に１号認定の減少幅が大きくなる見込みです。 

 

（ウ）今後５年間の提供体制の確保方策について 

提供体制については、「第２期計画」の期間中に保育所や小規模保育所等の施設の整備

を進めたこともあり、「第３期計画」の各年度において、量の見込みに対し、利用定員の総

数が上回っているため、施設面での提供体制は確保できている見込みです。 

一方で、全国的に保育士不足が課題となっている中、本市においても低年齢児の保育ニ

ーズの高まりに対応できるだけの保育士を確保することが年々難しい状況になっている

ため、様々な保育人材確保に関する事業を実施しています。 

保育士等の処遇改善については、国の公定価格上での取組のほか、私立保育園・こども

園で働く正規職員を対象に市独自の給与改善補助を実施しています。また、保育現場で働

く職員の負担軽減の取組として、公私立園の使用済み紙おむつの回収委託や公立園の事務

支援員・用務員の配置、私立園の保育支援者配置の補助、保育業務支援システム導入等の

ＩＣＴ化の推進に取り組んでいます。 

令和６年度は、国が「児童福祉施設最低基準」を施行して以来 76 年ぶりとなる保育士

配置基準の改定があり、３歳児、４歳以上児について、保育士 1 人あたりのこどもの人数

が軽減されました。本市は１歳児についても、「こども４人につき保育士 1 人」という国

基準を上回る独自の配置基準を設定し、さらに保育士の負担軽減と保育の充実を図ってい

ます。 

次に、新たな保育士の確保や離職防止の方策として、令和５年度から「就労奨励金事業」

を実施しています。これは、私立保育園・こども園・幼稚園に就職後、継続して勤務する

と、１年経過後と３年経過後に「就労奨励金」として、それぞれ 10 万円を給付するもの

です。その他、潜在保育士や保育士に興味のある方を対象とした「四日市市保育士応援・

魅力アップセミナー」の開催や、本市で働くことの魅力を伝えるＰＲパンフレット及びホ

ームページの作成、保育団体の就職ガイダンスや高校生インターンシップ事業への支援な
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ど、様々な本市独自の事業を展開し、新たな保育士の確保に努めています。 

今後については、「第３期計画」の利用定員を満たすだけの保育士を確保するため、国県

補助事業や本市の単独事業を引き続き実施していくとともに、給与等の処遇のさらなる改

善や「働き方や休み方の改善」につながる新たな事業などを行い、一度離職した後でも安

心して長く働くことができるような労働環境の整備を支援していきます。また、取組の効

果を高めるため、行政、各団体、養成校などの３者が連携・協力して保育人材の確保に関

する取組を進めていきます。 

また、保育の提供体制においては、保育の量だけでなく、質の向上も重要です。本市は、

幼児教育・保育のさらなる質の向上を推進する拠点として、三重県で初めて市が運営する

「四日市市幼児教育センター」を令和５年４月に設置しています。当幼児教育センターで

は、「研修会の開催」、「幼児教育アドバイザーの訪問・相談事業」、「情報発信・研究」を行

い、市内の幼児教育・保育施設で働く保育者をサポートしています。計画期間においては、

幼児教育センターの機能強化に努め、保育士や幼稚園教諭、保育教諭の資質向上を図り、

安心して子どもを預けられる環境を整えていきます。 

公立幼稚園については、１号認定の減少傾向が数年前から続いており、こども園への移

行による施設再編を図る必要があったことから、本市全体の就学前教育・保育施設につい

て、長期的な見通しを示すため、令和５年３月に「四日市市認定こども園整備推進計画」

を策定しました。計画期間を前期（令和５～11 年度）と後期（令和 12～21 年度）に分け、

こども園への移行による公立園の施設再編を計画的に進めています。前期の実施計画を着

実に進めながら、今後の人口動態や就学前教育・保育ニーズの推移等を踏まえた後期計画

を策定し、提供体制の確保に努めます。 

また、私立幼稚園についても１号認定の減少傾向が続いているため、保育士資格を有し

ている幼稚園教諭を低年齢児等の保育教諭として再配置するような私立幼稚園のこども

園化について、希望する私立園への協議・支援も必要に応じて図っていきます。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）延長保育事業  

保育園、こども園（保育認定）の在園児を対象に、通常の利用時間以外の時間において保育を

行います。 

 

■提供区域 市全域 

■利用実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

実施施設数 32 32 32 32 32 

利用児童数 222 218 223 211 - 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 228 226 229 229 230 

Ｂ提供体制の確保の内容 273 273 273 273 273 

Ｂ－Ａ 60 62 61 60 59 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

現在も公立・私立の保育園、こども園で延長保育を実施しています。今後も引き続き、延長

保育のニーズに応じた提供体制の確保を図ります。  

〔人〕 

〔園、人〕 
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（２）-1 一時預かり事業（幼稚園等における一時預かり・預かり保育） 

幼稚園、こども園（教育認定）の在園児を対象に、通常の教育時間の前後や、土曜日・夏休み

等の長期休業期間中において、保育を行います。 

 

■提供区域 市全域 

  ■利用実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

延べ利用児童数 86,676 81,578 91,622 98,635 － 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 95,322 91,383 89,724 85,589 82,000 

Ｂ提供体制の確保の内容 116,005 111,211 109,192 104,160 99,792 

Ｂ－Ａ 20,683 19,828 19,468 18,571 17,792 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

現在も私立幼稚園、幼稚園型認定こども園の全園で預かり保育を実施しており、既存施設

の提供体制で確保が図れています。今後も引き続き、事業を継続します。 

〔延べ人数〕 

〔延べ人数〕 
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（２）-2 一時預かり事業（保育園等における一時保育） 

保護者の私用やリフレッシュ等を目的として利用できるこどもの一時的な保育を行います。 

  

 ■提供区域 市全域 

  ■利用実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

実施施設数 17 17 17 19 22 

延べ利用児童数 5,193 5,566 6,153 6,291 - 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 5,672 5,423 5,269 5,142 5,016 

Ｂ提供体制の確保の内容 6,872 6,872 6,872 6,872 6,872 

Ｂ－Ａ 1,200 1,449 1,603 1,730 1,856 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

現在も公立・私立の保育園、こども園で一時保育を実施しています。引き続き、一時保育の

ニーズに応じた提供体制を確保します。 

  

〔延べ人数〕 

〔園、延べ人数〕 
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（３）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園） 

保護者の就労の有無に関わらず、６か月から満３歳未満の未就園児を保育所などの施設で月一

定時間までの利用可能枠において保育を行います。 

 

■提供区域 市全域  

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 0 24 24 23 23 

Ｂ提供体制の確保の内容 0 24 24 23 23 

Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

対象となる未就園児数から乳児等通園支援事業の想定利用数を算出し、当利用者が一児童

当たり月 10 時間を利用するとした場合のニーズに応じた提供体制の確保を図ります。 

  

〔人、日〕 
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（４）地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、育児負担の軽減と育児不安の解消を目

的として、子育てについての相談や情報提供その他の支援を行います。 

  

 ■提供区域 市全域 

  ■利用実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

実施施設数 20 22 23 23 23 

延べ利用者数 71,479 73,810 94,039 104,059 － 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 102,226 104,647 108,175 111,650 114,790 

Ｂ提供体制の確保の内容 121,719 121,719 121,719 121,719 121,719 

Ｂ－Ａ 19,493 17,072 13,544 10,069 6,929 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

単独型２か所、保育園・こども園併設型 19 か所、医療機関併設型２か所の計 23 か所の

子育て支援センターにおいて、それぞれの特色を生かしながら育児相談や子育てに関する

情報提供、こどもたちの遊びの場や保護者同士の交流の場を提供できる体制を確保しま

す。 

また、子育て支援センターがない地区への新規開設を目指し、こども園への移行などを

機会に関係機関との調整を図ります。 

  

〔延べ人数〕 

〔か所、延べ人数〕 
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（５）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

保護者の疾病等の事情により、養育が一時的に困難となった場合や緊急一時的に保護を必要と

する場合等に、施設においてこどもを一時的に養育または保護を行います。 

 

■提供区域 市全域 

■利用実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

延べ利用日数 672  579  460  530  －  

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 554 539 536 528 520 

Ｂ提供体制の確保内容 600 600 600 600 600 

Ｂ－Ａ 46 61 64 72 80 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

ショートステイについては、児童養護施設及び乳児院を事業所指定して実施しているため、

各施設の受入可能人数に制限があります。また、さらなる提供体制充実の方策としては、里

親での一時預かりが考えられるものの、事業利用者のニーズ、里親の受け入れ体制、事業の

利用調整体制等に課題があり、引き続き調査研究が必要です。 

  

〔延べ利用日数〕 

〔延べ利用日数〕 
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（６）病児保育事業 

保護者の就労等の都合により、保育園や幼稚園、こども園、小学校に通っている児童が病気ま

たは病気の回復期にあるが、まだ集団生活に不安がある間、一時的に児童の保育を行います。 

 

■提供区域 市全域 

■利用実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

実施施設数 3 4 4 4 4 

延べ利用者数 434  1,147  1,428  2,164  - 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 2,400 2,604 2,828 3,037 3,226 

Ｂ提供体制の確保内容 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 

Ｂ－Ａ 1,140 936 712 503 314 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

病児保育室は、第２期計画期間において新たに１か所を開室し、市内のおおむね東西南北

の各地域に１か所ずつ配置することができましたが、引き続き利用率の状況を注視し、市内

医療機関の協力を得ながら、定員の拡充等について検討します。 

  

〔延べ人数〕 

〔か所、延べ人数〕 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（援助会員）が会員として登

録し、相互の信頼と了解のもとに育児の援助を行います。 

   

■提供区域 市全域 

  ■利用実態の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

依頼会員数 875 882 850 874 
- 

援助会員数 576 577 579 571 
- 

両方会員数 51 51 48 49 
- 

活動件数 1,282 1,144 1,396 1,330 
- 

 
預かり等 

（就学前） 
806 695 789 858 

- 

 
預かり等 

（小学生） 
475 448 603 465 

 - 

 病児 0 0 0 0 
 - 

 緊急対応等 1 1 4 7 
- 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 1,396 1,386 1,384 1,373 1,363 

Ｂ提供体制の確保の内容 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 

Ｂ－Ａ 588 598 600 611 621 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

地域で行う子育て相互援助活動は、近年では保育園や幼稚園、こども園、小学校、学童保

育所、習い事等への送迎が活動内容の大半を占めており、教育･保育等の補完的な役割と保

護者の緊急サポート的な役割が大きくなっていますが、一部地域における依頼会員と援助会

員の不均衡の改善に至っていないことから、事業の認知度を高め、相互援助活動の理解を深

めるための一層の周知に努めます。 

 

  

〔延べ人数〕 

〔人、延べ人数〕 
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（８）放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

保護者の就労等により、昼間、留守家庭の小学校児童が放課後や夏休みなどに学童保育所に通

所し、適切な遊びや指導員による健康管理、安全確保、情緒の安定など、家庭の保護機能の補完

的役割を果たす生活の場として保育を行います。 

 

■提供区域 市全域 

■利用実績の推移 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

学童保育所数 66 68 69 72 73 

利用児童数 2,277 2,387 2,457 2,610 3,023 

※R5 までは年間平均、R6 は 4 月時点 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 3,082 3,179 3,170 3,248 3,302 

Ｂ提供体制の確保の内容 3,401 3,585 3,709 3,709 3,709 

Ｂ－Ａ 319 406 539 461 407 

※量の見込みは 4 月時点の人数を推計 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

こどもたちが安全・安心な環境で放課後を過ごすことができるよう、学校施設をはじめ、

学校周辺の公共施設の利活用を推進するとともに、利用児童数の増加に対応した受け入れ枠

拡大の支援に取り組みます。 

学童保育所の整備にあたっては、安全・安心の確保に加え、生活の場として相応しい環境

が整えられるよう支援の充実を図ります。 

 

  

〔人〕 

〔人〕 
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（９）利用者支援事業 

こども及びその保護者等が、その選択に基づき、教育・保育施設や地域こども・子育て支援事

業を円滑に利用できるよう、情報提供や相談、助言等を行います。 

 

■提供区域 市全域 

■配置状況  

類型 配置場所 

特定型 総合会館３階こども未来課内 

基本型 単独型橋北子育て支援センター 

単独型塩浜子育て支援センター 

こども子育て交流プラザ 

こども家庭センター型 総合会館３階 

こども保健福祉課・こども家庭課内 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 5 5 5 5 5 

Ｂ提供体制の確保内容 5 5 5 5 5 

 特定型 1 1 1 1 1 

 基本型（地域子育て相談機関） 3 3 3 3 3 

 こども家庭センター型 1 1 1 1 1 

Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

各施設に配置された利用者支援専門員等の情報共有や連携体制の充実を図りながら、子育

て支援情報の発信に取り組み、また、橋渡し役としてそれぞれの家庭に合った子育て支援の

情報提供や相談、助言等を行います。 

 

 

  

〔か所〕 
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（10）妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持増進を図り、安全・安心な妊娠・出産に資するため、妊婦が希望する医療機

関で適切な妊婦健診が受診できるよう公費で負担して実施します。 

 

■提供区域 市全域 

■事業実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

妊娠届出者数 2,266 2,277 2,157 2,047 - 

受診
者数 

１～５回 10,474 10,852 10,358 9,764 - 

６～10 回 9,654 10,289 9,566 9,053 - 

11～14 回 5,014 5,342 4,965 4,603 - 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
（目標事業量） 

人数 1,924 1,911 1,895 1,877 1,864 

健診回数 
（一人あたり） 

12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 

提供体制の 
確保の内容 

実施場所 妊婦健康診査を受診できる三重県内の医療機関及び助産所 

実施体制 三重県市長会が委託した医療機関及び助産所 

検査項目 三重県及び市町と三重県医師会が定める健康診査の内容 

実施時期 妊娠届出の日から出産の日まで（通年実施） 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

妊婦の健康意識の向上と経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる体制を確

保します。三重県市長会として、三重県医師会及び県内の妊婦健康診査を実施できる医療機

関、助産所と委託契約を締結し、公平な受診機会と必要な検査項目を確保します。 

また、里帰り出産などのため、県外の医療機関や助産院で妊婦健康診査を受診した場合は、

契約単価を上限として費用の助成を行います。 

  

〔人、回〕 

〔人、回〕 
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（11）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

保健師・助産師・看護師などの専門職及びこんにちは赤ちゃん訪問員が、おおむね生後４か月

に達するまでの乳児がいる家庭を全て訪問し、育児に関する相談や情報提供、養育環境等の把握

を行います。 

 

■提供区域 市全域 

■事業実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

出生届出数 

（対象者数） 
2,134 2,266 2,159 1,968 

－ 

訪問実施者数 2,241 2,249 2,263 2,074 － 

 専門職の訪問 814 730 753 694 － 

 訪問員の訪問 1,427 1,519 1,541 1,406 － 

訪問実施者数＝延べ対応者数、専門職と訪問員の重複有 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み（目標事業量） 1,937 1,924 1,911 1,895 1,877 

提供体制の 
確保の内容 

実施体制 
専門職（保健師・助産師・看護師） 

及びこんにちは赤ちゃん訪問員 

実施機関 こども保健福祉課 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

各年度の０歳児人口を目標事業量とし、100％実施できる体制を確保します。専門職（保健

師・助産師・看護師）とこんにちは赤ちゃん訪問員が連携して訪問し、必要に応じて情報共

有しながら、生後４か月に達するまでの全ての乳児がいる家庭を訪問します。 

また、長期入院や長期里帰りの場合、生後４か月以降も状況把握に努め、自宅へ戻った後、

家庭訪問を実施するなど、全数訪問を目標とします。 

  

〔人〕 

〔人〕 
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（12）産後ケア事業 

心身ともに不安定になりやすい産後 1 年未満の時期に、育児支援を必要とする母子に対して、

助産師等による家庭訪問や医療機関等の施設において心身のケア及び育児サポートを実施しま

す。（訪問型、デイケア型、宿泊型として実施） 

 

■提供区域 市全域 

■事業実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

利用者数 170 279 633 770 － 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 1,050 1,043 1,035 1,027 1,017 

Ｂ提供体制の確保の内容 1,050 1,043 1,035 1,027 1,017 

Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

令和６年度に産後ケア事業の対象者を拡大し、体調や育児に不安のある産後１年未満の産

婦であれば利用可能としたことに伴い、利用者が増加したことを考慮し、目標事業量を算出

し、希望者全数が利用できる提供体制を確保します。実施にあたっては、メンタルヘルスの

対応が必要なケースもあるため、医療機関等や三重県とも連携を図り、提供体制の確保に努

めます。 

  

〔延べ人数〕 

〔延べ人数〕 
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（13）妊婦等包括相談支援事業 

妊婦のための支援給付と組み合わせて実施し、妊婦及びその配偶者等との面談等により心身の

状況や養育環境を把握し、必要な支援につなげるほか、母子保健や子育て支援サービスに関する

情報提供や相談支援を行うことで、妊娠期から子育て期までの切れ目のない伴走型支援の充実を

図ります。 

 

■提供区域 市全域 

■事業実績の推移（各年度累計） 

年度 R5 R6 

延べ面談件数 5,110 － 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 5,772 5,733 5,685 5,631 5,592 

Ｂ提供体制の確保の内容 5,772 5,733 5,685 5,631 5,592 

Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

各年度の翌年度の出生数に対し、３回面談（うち１回は妊娠８か月頃に実施するアンケー

トの回答で希望する者に対して実施）することを目標事業量とし、妊娠の届出をした妊婦及

びその配偶者等と保健師等の専門職員が確実に面談を実施できる体制を確保します。また、

出産後には、乳児全戸訪問事業などの機会を活用して、市職員（保健師・助産師・看護師）

やこんにちは赤ちゃん訪問員等が全ての乳児の養育者と面談を行い、母子保健や子育てに関

する情報の提供や相談等を実施します。 

  

〔延べ人数〕 

〔延べ人数〕 
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（14）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を保健師や養育支援訪問員（保育士等）が訪問して、支援計画に基

づき、養育に関する相談、指導、助言等の専門的支援を行います。 

 

■提供区域 市全域 

■事業実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

訪問家庭数 78 30 36 26 
- 

延べ訪問数 749 203 326 226 
- 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
（目標事業量） 

訪問世帯数 30 30 30 30 30 

延べ訪問数 360 360 360 360 360 

提供体制の 
確保の内容 

実施体制 

支援計画に基づく養育支援訪問員及び保健師等の派遣 
 
・養育支援訪問員（保育士等）２名及び保健師等が、概ね週
１回程度の家庭訪問を実施し、養育に関する相談、指導、助
言等の専門的支援を実施します。 
 

実施機関 こども家庭課 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

訪問は、養育支援訪問員が主体となって実施しており、原則として、保健師や助産師 

による支援は、養育支援訪問員の訪問時に補完的に行います。 

 今後も、養育支援訪問員２名による実施体制（約 30 世帯 

の支援）を確保し、事前アセスメントによる支援計画の作成、支援の実施、実施後の評 

価、支援改善というプロセスを特に重視しつつ、対象世帯へのきめ細やかな寄り添い 

支援を実施していきます。 

  

〔世帯数、延べ訪問回数〕 

〔世帯数、延べ訪問回数〕 



133 

（15）子育て世帯訪問支援事業 

家事・子育て等に対して不安を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居

宅を、訪問支援員が訪問し、家事代行や子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境

を整えます。 

 

■提供区域 市全域 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 324 412 412 412 411 

Ｂ提供体制の確保の内容 350 450 450 450 450 

Ｂ－Ａ 26 38 38 38 38 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

    子育てに不安がある等、継続的な支援を必要とする家庭に対し、家事支援及び子育て支援

を実施する訪問支援員を安定して派遣できる体制（年間を通じ、家事支援 250 回・子育て支

援 200 回の派遣ができる体制）を確保します。 

なお、令和７年度は事業開始初年度であり、７月開始を見込んでいます。 

 

  

〔延べ訪問回数〕 
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（16）親子関係形成支援事業 

児童との関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者が、親子の関係性や発達に応じた児童

との関わり方等の知識や方法を身につけるため、当該保護者等に対して、講義、グループワーク、

ロールプレイ等のペアレント・トレーニングを実施します。 

 

■提供区域 市全域 

 

① 量の見込みと提供体制の確保の内容 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

Ａ量の見込み（目標事業量） 20 19 19 18 18 

Ｂ提供体制の確保の内容 20 20 20 20 20 

Ｂ－Ａ 0 1 1 2 2 

 

② 提供体制の確保内容の考え方 

ペアレント・トレーニングに興味を持つ方が、気軽に受講できるよう、児童家庭支援セン 

ターと必要な連携を行い、年間を通じ、20 世帯が約２時間の講義を受けられる体制を確保し

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

〔世帯数〕 
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（17）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

経済的に困難な状況にある世帯のこども及び全ての第３子以降のこどもが、特定教育・保育等

の給付を受けた場合において、実費で徴収される副食費に対し助成し、これらのこどもの円滑な

特定教育・保育の利用を図ります。 

 

■提供区域 市全域 

■事業実績の推移（各年度累計） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

延べ支給児童数 6,208 6,375 5,909 5,552 - 

 

① 量の見込み 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み（目標事業量） 5,034 4,688 4,472 4,150 3,868 

 

② 実施内容 

令和元年 10 月より開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、公立幼稚園及び新制度に移

行していない私立幼稚園における年収 360 万円未満相当世帯のこども及び全ての第３子以

降のこどもに係る副食費に対して助成を行います。 

 

  

〔人・月〕 

〔人・月〕 
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（18）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

幼児教育・保育の無償化の対象とならないものの、地域や保護者のニーズに応えて地域にお

いて重要な役割を果たしている、小学校就学前のこどもを対象とした多様な集団活動を行う施

設等を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を補助しま

す。 

■提供区域 市全域 

■事業実績の推移（各年度累計） 

年度 R4 R5 R6 

対象幼児数 4 2 
- 

 

① 量の見込み 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み（目標事業量） 2 2 2 2 2 

 

② 実施内容 

小学校就学前のこどもを対象とした多様な集団活動を行う施設等に対し、基準適合審査

を実施のうえ、その施設等を利用している全ての幼児の保護者に利用料の一部を補助する

ことで、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

 

 

 

 

  

〔人〕 

〔人〕 
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４ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

子ども・子育て支援法の改正に伴い、令和元年 10 月から幼児教育・保育の無償化が開始され

ました。この改正により、従来より「子どものための教育・保育給付」として給付対象とされて

いた幼稚園、保育所等の保育料が無償化されたほか、これまで法に位置づけられていなかった

新制度未移行幼稚園や認可外保育施設、幼稚園預かり保育等を利用した際の利用料に対する給

付制度が「子育てのための施設等利用給付」として創設されました。 

特定子ども・子育て支援施設の確認や公示、指導等の法に基づく事務の執行などにおいて、市

町村は都道府県に協力を要請することができることを踏まえ、本市においても、子育てのため

の施設等利用給付の円滑な実施が行われるよう、地域子ども・子育て支援事業の届出に関する

情報や認可外保育施設の届出、監査状況、関係法令に基づく是正指導や立入調査等について三

重県と情報共有や連携を図ります。 

 

 

 

 

  


